
施 ⼯
（測量、出来形管理、施⼯管理、監督・検査）



活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

レーザースキャナーによる
測量とICT建機による施⼯

レーザースキャナー測量による３次元データを、安全性の向上、⾼品質の施⼯、生産性の向上、⼯期の短縮だけでなく、
担い⼿確保を目的として活⽤した。

道路改良⼯事の盛土⼯において、レーザースキャナーで計測した3次元データを、施⼯前の施⼯土量の算出、施⼯時の
ICT建機のコントロール、施⼯後の出来形計測と帳票作成まで、多様に活⽤したものである。

１７．宮城県⾼速幹線道路改良⼯事

使⽤機材・
ソフト 仕様

レーザー
スキャナー

汎⽤品

ブルドーザー マシンコントロール機
能付

振動ローラー 「転圧回数管理シス
テム」搭載

費⽤面や⼯期面、省人・省⼒化に効果がみられるだけでなく、作業精度の向上や安全性の確保にもつながる。

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 156万円（78×2万円） 42万円（21×2万円）

⼯期短縮 76日 47日

省人・省⼒効果 78人 21人

精度向上 - ICT建機により、正確な敷均し精度、盛土品質（所要密度）が確保できる

業務の効率化 △ ◎

その他 - レーザースキャナーで法面や急斜面の寸法が計測でき、転倒・転落のリスクが
減少する。

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 〇 〇 △

適⽤できる項目（段階）

37日
短縮

57人
省人化

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。
①衛星を測位できない場所や時間帯（転圧管理システムは所定の衛
星数による測位可能な現場条件が必要）
②沈下計測を伴う軟弱地盤（地盤条件や盛土⾼さを考慮した計測
管理が必要となり、必ずしも施⼯効率の向上にはつながらない）

適⽤条件

レーザースキャナーによる3次
元測量と3次元データ

【ICT建機による盛土施⼯】

トータルステーシ
ョンにて各断面
の横断測量

【検査書類の作成】

断面法によ
る施⼯土量

の算出

オペの技量に
よる丁張りに
沿った施⼯

レベルやテープに
よる測量、帳票・
出来⾼図の作成

件名
平成28年度県債地道改復興3-A01号
みやぎ県北⾼速幹線道路(中⽥⼯区)道路
改良(その1)⼯事

発注者 宮城県

受注者 株式会社丸本組

⼯種 路体盛土⼯（流⽤土）L=360.0m
V=50,400m3
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

測
量

3次元測量 現況3次元データの作成

レーザースキャ
ナーにより測
量する

計測した点群デ
ータから「点群処
理ソフト」にて「現
況3次元データ」
を作成

検
査

施⼯完了後、レーザースキャナー
により出来形計測を実施、「3次
元データ帳票管理ソフト」により
帳票を作成。品質管理も「転圧
管理ソフト」により、実績データか
ら帳票を作成。

現場の声
○ゼロ丁張り施⼯により重機と測量技術者が混在して作業することがなく、安全性の向上がみられる。
○システム等の初期設備には多額の投資が必要となる。
○現場経験⼆年目の若年オペレーターでも熟年オペレーターの操作と同等の⾼い精度と生産性を実現できた。

経験の浅い若年者を現場に採⽤できるツールなので、人材育成ツールとしても今後期待ができる。

実施フロー

対応事例の概要

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

【完成度】︓レーザースキャナー及びICT建機は、市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓レーザースキャナーは、市販品であり普及度は⾼い。ICT建機は導⼊コストの問題もあり、普及は途上である。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は特になし。

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

ICT活⽤の現状

設
計
・
施
⼯
計
画

「3次元設計データ作成ソフト」
により、現場の3次元設計データ
を作成。3次元測量データと設
計データの差分から、施⼯土量
（切盛土量）をソフトで⾃動
算出

施
⼯

【敷均し】

マシンコントロール機能
付きのブルドーザーで、
各層ごとの巻き出し厚
さを⾃動制御

【締固め】

「転圧回数管理システ
ム」を搭載した振動ローラ
ーにて盛土品質管理の
「⾒える化」を実施
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

レーザースキャナー等による
消波ブロックの状態把握

着⼯前に、被災した消波ブロックの状況を的確に把握し、復旧に必要な消波ブロックの正確な個数を算出するために、
ICTを活⽤した3次元測量を実施した。

消波⼯の設計や施⼯の効率化・⾼度化を目的として、レーザースキャナーによって測量した3次元データを活⽤した。

１８．福島県相馬港防波堤⼯事

作業精度の向上や安全性の確保につながる。消波ブロックの被災状況が正確に把握でき、復旧に必要な情報（数量、
据付展開図等）を事前に⼊⼿することができた。

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 - 測量会社に外注

⼯期短縮 - 大幅な時間短縮

省人・省⼒効果 - -

精度向上 - -

業務の効率化 △ 現況断面と設計断面の差分計算に多くの労⼒が必要 ◎ 3次元データを活⽤し、⾃動計算できる

その他 - 従来の測量より安全

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 △ △ △

適⽤できる項目（段階）

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①各種測量機器の使⽤できない気象条件

適⽤条件

設計断面と現況断面の
面積の差分計算のため
に多くの時間が必要

消波ブロックの数量計算は、
測線ごとの測量断面図を⽤い
た平均断面法で⾏うのが一般
的

【UAV】

【地上レーザー計測器】

【マルチビーム測深器】

【データ解析】

【鳥瞰図】

【レーザーデータ】

【オルソ画像】

地上レーザー計測器、UAV、マルチビーム測深
器等により取得した3次元測量データを各種ソ
フトで解析

【3Dプリンタで再現した消波ブロックの現況】
※写真は他現場

配列の検討も可能
になり、より⾼度な
数量評価ができる

件名 平成29年度相馬港本港地区防波堤（沖）
（災害復旧）上部及び消波⼯事(その1、その2)

発注者 国土交通省東北地方整備局⼩名浜港湾事務所

受注者 株式会社不動テトラ

⼯種 (その1) 消波ブロック据付（40t）L=882.14m
消波ブロック据付（64t）L=24.47m 他

(その2) 消波ブロック撤去（30t）L=99.05m
消波ブロック据付（30t）L=195.5m 他
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

評
価

現場の声

実施フロー

対応事例の概要

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

①UAVを⽤いた公共測量マニュアル(案)／国土地理院，平成29年3⽉改正
②地上レーザースキャナーを⽤いた公共測量マニュアル(案)／国土地理院，平成29年3⽉
③⽔路測量関係規則集／海上保安庁海洋情報部監修，平成26年4⽉

【完成度】︓レーザースキャナー等測量機器及びソフトウェアは、市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓レーザースキャナー等測量機器及びソフトウェアは市販品であり、複数社から同様の機材が販売されている。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。詳細は別途「資料編」を参照。

ICT活⽤の現状

解
析

○従来の測量より、安全に測量ができた。
○測量委託費が⾼額となる。現場にデータ解析・CADオペレータが必要となる。

使⽤機材・ソフト 仕様

UAV ⾶⾏時間︓10〜20分
⾼度︓250m

地上レーザー計測器 測定距離︓半径330m/130m
測定間隔︓976,000点/秒

ナローマルチビーム測深器
周波数︓200〜400kHz
レンジ分解能︓1.25m
ビーム数︓256本

3次元サイドスキャンソナー
周波数︓200kHz
ビームレンジ︓25〜300m⽚側
測深分解能︓5.5m(レンジ依存)

統合型海洋測量・調査ソ
フトウェア

測量データ取得、⽔中音速度補正、
潮位補正、パッチテスト、バイアス値
補正、ノイズ処理、全点データ作成、
メッシュ化等

3次元モデリングソフトウェア 鳥瞰図作成、断面図作成等

仕様機材・ソフト

測
量

UAV

地上レーザー

ナローマルチビーム

3次元サイドスキャンソナー

【3Dプリンタで再現した消波ブロックの現況】※写真は他現場

各機器で測量した3次元デー
タを解析し、鳥瞰図、断面図、
等深浅図、⽔深図、段彩図、
CAD図面、音響画像モザイク
図等を作成する。

【消波⼯の3次元モデリング結果】
※写真は他現場

数量評価だけでなく、
消波ブロック下の捨
⽯形状や損傷状態
も把握できる

既設ブロックとの
かみ合わせまで考
慮した配列検討
が可能

【計測器の設置・計測】

【機材の艤装例】【撮影の様⼦】

【計測の様⼦】
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

CAD図面取⼊れ電⼦⿊板
による出来形管理

省⼒化（現場で、⾖図や出来形値を記⼊する必要がなく、かつ、計測漏れによる⼿戻りが防止できる）、インターネットの
活⽤（現場から発注者監督職員に出来形値等の資料をメール発信）、現場と事務所の図書の管理（現場から資料
を事務所のパソコンに保存できる）ができる技術を活⽤して施⼯を⾏った。

現場で⾖図や出来形値を記⼊する必要がなく、ほぼ⾃動で出来形管理図表が作成でき、現場から発注者監督職員に
出来形値等の資料をメール発信できるとともに、現場から直接、資料を事務所パソコンに保存できる技術である。

１９．島根県久⼿港海岸

使⽤機材・ソフト 仕様

スマートフォン 位置測定（ＧＰＳ内臓）・カメラ機能付き

電⼦⿊板 JACICの⼩⿊板情報連携機能対応ソフトウェア

土木施⼯管理システム 建設CAD,写真管理プログラム

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 労務費︓4万円程度 労務費︓2万円程度
ソフト ︓期間限定試⽤版（本格導入前）

⼯期短縮 1.0日 0.5日

省人・省⼒効果 1.0人 0.5人

精度向上 ー ー

業務の効率化 △ ◎

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

△ 〇 〇 〇

適⽤できる項目（段階）

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

適⽤条件
以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

＊特に特別な条件等はない。

従来は、⿊板にチョーク等で、⾖
図の書き込み・設計値と出来形
値の⼿による記⼊

0.5日
短縮

0.5人
省人化

【電⼦⿊板画面イメージ】【電⼦⿊板】

【⼿書き⿊板】

件名 久⼿港海岸防災安全交付⾦（侵⾷）⼯
事第５期

発注者 島根県県央県土整備事務所大⽥事務所

受注者 ⿊徳建設株式会社

⼯種 離岸堤改修 Ｌ＝30ｍ
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

施
⼯
前

現場の声
メリット︓⾖図や出来形管理値をチョーク等で⼿書きする必要がなく、天候（⾬等）に左右されない。

現場でスマホに⼊⼒した出来形値からそのまま出来形管理図表が作成可能。
デメリット︓事前に⾖図や設計値を⼊⼒するのが、若⼲⼿間がかかる。

実施フロー

対応事例の概要

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

①国土交通省通達「デジタル⼯事写真の⼩⿊板情報電⼦化について」

【完成度】︓電⼦⿊板等の使⽤機材は、市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓電⼦⿊板等の使⽤機材は、 市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

⿊板の作成

データ管理

パソコン上に取り込ん
だ電⼦⿊板データ出
来形値から、ほぼ⾃動
的に、出来形管理図
が作成される。

⿊板作成・連携ツールで、⼯種・⾖図から
⿊板情報を⼊⼒し、⿊板の作成及び建
設CADへのデータ⼊⼒を⾏う。

【写真管理と出来形管理のデータ連動】【パソコン管理ソフト画面】

【電⼦⿊板の作成】

出来形値をアプリに⼊⼒して撮影
する。（出来形管理図に反映）施

⼯

【電⼦⿊板の例】【スマホ画面・撮影状況】

施⼯状況写真・出来形写真の撮影

ICT活⽤の現状

施
⼯
後
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

シングルビーム測量と3次元
CADによる可視化・出来形管理
航路・泊地浚渫⼯の⾒える化、⽔深出来形横断図や出来形管理図等をシングルビーム測量結果を⽤いて３次元点群
データ処理をパソコンで⾏い、ワンクリックで必要な資料を作成・判定し、施⼯を⾏った。

浚渫⼯事において、シングルビーム測量での線間隔をより密に⾏い、3次元点群データに準じたデータを取得することで作
成した図面は、浚渫の出来形管理、施⼯管理や漁業者等の理解促進に活⽤できる。

２０．島根県大社漁港⽔産流通基盤整備

使⽤機
材・ソフト 仕様

測深機 シングルビーム測深機

GPS －

管理ソフト ３次元点群データ処
理、建設CAD

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 労務費16万円程度（2.0日×2人）
船外機使⽤料6万円

管理ソフト損料︓10万円程度
労務費4万円程度（0.5日×2人）

船外機使⽤料3万円

⼯期短縮 2.0日（但し、計測１回につき） 0.5日（但し、計測１回につき）

省人・省⼒効果 4.0人（但し、計測１回につき） 2.0人（但し、計測１回につき）

精度向上 ー ー

業務の効率化 △ ◎

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 〇 〇 〇

適⽤できる項目（段階）

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①作業中止基準となる気象・海象条件

従来は、シングルビームでの測深結
果（一横断面図のみ）

シングルビーム測量での線間隔をより密に
⾏い、3次元点群データに準じたデータを
取得する。

1.5日
短縮

2人
省人化

【3次元点群データ】

【航跡図】
【出来形管理図】

【横断面図】

適⽤条件

件名 大社漁港⽔産流通基盤整備

発注者 島根県松江⽔産事務所漁港課

受注者 ⿊徳建設株式会社

⼯種 浚渫⼯︓20,000m3
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

深浅測量

現場の声

実施フロー

対応事例の概要

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

①島根県公共⼯事共通仕様書
②島根県公共⼯事共通仕様書 出来形管理基準（但し、現状では、⾒える化や3次元計測の規定なし）

【完成度】︓使⽤機材は、市販品であり、使⽤機材個別の完成度は⾼い。
【普及度】︓使⽤機材は、市販品であるが、シングルビーム測深機と３次元点群データ処理ソフトの組合せの普及度は低い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

シングルビーム測量
測定間隔をより密にして位置測定（ＧＰＳ）したデータを
パソコンに取り込む

３D対応ソフトによるデータ整理・解析
3次元対応CAD、3次元表現ソフト（点群処理機能付き）に読み込み、解析する。データ処理・解析

【シングルビーム測量】

３D対応ソフトによるデータ整理・解析

・3次元⽴体図面上の測線をクリックし、測線毎の2次元横断面図を作成
・海底地形の３次元（⽴体的）表現（浚渫位置、⽔深などの３次元⾒える化）

【出来形管理図（横断面図）作成】

【グーグルアース図との
合成３次元図面】

メリット︓・3次元点群データ処理ソフトにより簡易3次元図面上の測線をクリックするだけで、横断面図が作成でき、
⾃動的にパソコン上への電⼦データ化できる。

・出来形管理基準規格値を満足しているかどうかが、迅速にわかり、施⼯途中であれば、再度の浚渫が必要
かどうかが直ちに判明でき、⾃主検査後の施⼯待ちの期間を短くして、迅速化・費⽤の増加を抑えられる。

・簡単な資機材で詳細なデータを⼊⼿でき、発注者や漁業者へ⽴体的なデータで説明ができる。
デメリット︓・予め測線がどこなのかをパソコンに⼊⼒するのが⼿間がかかる。

・得られたデータが、国土交通省等の測定マニュアルと合致しないので、そのようなマニュアルが存在する場合に
は、適⽤しにくい。

積載量の算出

【任意点での⽔深値の出⼒】

ICT活⽤の現状
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

スマホを活⽤したコンクリート
防寒養生の状態把握

養生温度を計測・記録して異常の発生時に迅速に対応するため、養生温度が警戒温度を下回った場合に現場担当者
の携帯電話へメールで通知するシステムをケーソン製作時の防寒養生温度管理で活⽤した。

養生中のコンクリート内温度や、外気温・養生仮囲い内温度等を24時間体制で⾃動計測・記録し、打設したコンクリート
の品質確保を図るシステムである。

２１．函館港弁天地区護岸改良⼯事

使⽤機材 仕様

温度計測
⼦機

測定要素︓温度
測定範囲︓-60〜155℃ 

通信モバ
イルステー
ション（親

機）

通信方式︓特定⼩電⼒無
線︓ARIB STD-T67（通信
距離︓⾒通し100m）
電源︓専⽤ACアダプタ、消費電
流300mA（最大）

⼯期面や作業要員の省⼒化に効果がみられるほか、海上部においては消波ブロック上など危険な場所に⽴ち⼊る必要性
が無く安全を確保でき、また海上部と海中部を総合したデータから、より精確に改良・修復部の把握ができる。

従来

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 53万円 145万円

⼯期短縮 － －

省人・省⼒効果 31.5人（0.5人/日当たり×63日） ２人（現地設置２人/日当たり）

精度向上 － －

業務の効率化 △ ◎

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

－ ー 〇 ー

適⽤できる項目（段階）

約30人
省人化

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

従来は計測箇所へ計測作業員が定
期的に監視に⾏き、防寒囲い内温度・
コンクリート温度の管理を⾏っていた。

【温度計測⼦機】

【通信モバイルステーション】
（親機）

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①本システムの電源がバッテリー方式でないため
商⽤電源⼜は発電機による電源の供給が不可能
な状況

異常時に携帯電話へメールで通知

【囲い内温度の確認状況】

【コンクリート内部温度の確認状況】

ICT活⽤

適⽤条件

件名 平成23年度 函館港弁天地区岸壁改良その他⼯事

発注者 北海道開発局 函館開発建設部 函館港湾事務所
第１⼯務課

受注者 勇・⼯藤経常建設共同企業体

実施者 勇建設株式会社

⼯種 防波堤（消波⼯）︓延⻑99.8m
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

機材設置〜コンクリート打設
養⽣温度管理システム機材設置

計測・管理

現場の声
○従来方式に⽐べ費⽤はかかるが人⼿不足の中、当該システムだけでコンクリート養生温度を継続的に計測・管
理が可能となるほか、異常時には担当者の携帯端末にメール送信されるため、迅速に対応することができる。

○給熱機器（ジェットヒーター等）および本システムの供給電源として発電機を使⽤しているが、発電機故障時に
本システムが停止する危険性に備え、本システムの稼働はソーラーパネル等の電⼒へ⾃動的に切り替わり補完す
ることができる仕組みとなれば非常に良いと思われる。

実施フロー

対応事例の概要

外気温及び防寒囲い内温度の測定にデジタル温度計を使⽤したモバイル式コンクリート養生温度管理システム
を使⽤してケーソン製作完了まで測定を⾏った。
ケーソンのコンクリート養生時温度測定はロット毎の対角で2箇所で⾏った。

コンクリート打設

【コンクリート温度計測状況】 【パソコン管理画面（グラフ）】

【防寒囲い内温度計測状況】

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

①コンクリート標準⽰方書 12章「寒中コンクリート」、 12.6「養生」
②港湾・漁港⼯事仕様書 第3章「無筋・鉄筋コンクリート」第10節「寒中コンクリート」、1-3-10-3「養生」
③モバイル式コンクリート養生温度管理システム（NETIS︓HK-100021-A）

【完成度】︓使⽤機材は市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓使⽤機材は市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

【コンクリート養生温度遠隔監視制御盤 内部状況】

ICT活⽤の現状
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

UAVを活⽤した
3次元台船積載量計測

海上投⼊処分を⾏う浚渫作業の場合は、陸上に揚土しないので台船上で時間をかけずに積載量を計測することが必要
である。そこで作業員の安全の確保と、さらに時間短縮、省人化を目的として、UAV（Unmanned Aerial Vehicle︓
無人航空機）を活⽤して計測した。

浚渫⼯事において、台船に積載した対象物をUAVで測量し、データを合成することで3次元化を⾏い、浚渫の出来形管
理、施⼯管理に活⽤した技術である。

２２．サロマ湖漁港浚渫⼯事

使⽤
機材・
ソフト

仕様

UAV
最大⾶⾏時間 約
30分、カメラセンサー
1インチ CMOS 

管理
ソフト

３次元点群データ処
理

UAVの活⽤により省人化を図れるほか、計測時間の短縮により全体⼯期の短縮ができる。また、台船上において不安定
な土砂などに登る必要がなく安全を確保でき、3次元データから積載量を算出するので計測精度を向上できる。

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 8.0万円／回（測量１回あたり） 2.5万円／回（測量１回あたり）

⼯期短縮 94.5時間（35分/1回×162回） 13.5時間（5分/1回×162回）

省人・省⼒効果 2.0人/回 0.25人/回

精度向上 略四角錐や略円錐に⾒⽴てた算出 台船積載部のモデルに現況データを重ね、積載量を
算出

業務の効率化 △ ◎

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

△ △ △ △

適⽤できる項目（段階）

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①作業中止基準となる気象・海象条件
②写真が鮮明に撮れないなど暗い場合

【人⼒による計測状況】

【3次元データ】

【UAV】 【撮影イメージ】

81時間
短縮
1/8に
省人化

約1/3
の費⽤

適⽤条件

件名 サロマ湖漁港サンドポケット浚渫⼯事

発注者 北海道開発局網⾛開発建設部網⾛港湾事務所

受注者 （湧）⻄村・岩倉経常建設共同企業体

実施者 株式会社⻄村組

⼯種 浚渫⼯︓104,400m3
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

施
⼯
前

現場の声

施 ⼯

○UAVによる計測時間が5分程度、計測後10分程度で積載土量を算出できるので、浚渫船の拘束時間が減少し、
⼯期短縮・コスト縮減の効果が大きかった。

○人員による直接測量が不要となり、安全性が確保できた。

実施フロー

対応事例の概要

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

①「公共測量におけるUAVの仕様に関する安全基準（案）」 / 国土交通省国土地理院, 平成28年3⽉
②「UAVを⽤いた公共測量マニュアル（案）」 / 国土交通省国土地理院, 平成28年3⽉
③台船積載量計測システム（NETIS︓HKK-180001-A ）

【完成度】︓UAV等の使⽤機材は、市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓UAV等の使⽤機材は、市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

台船に標定点設置作業

【積載部の測量】

台船積載部の周囲
にUAV写真測量に
必要な標定点を設
置し、任意座標系
を構築する。

①積載部と任意座標系の相
関を把握
②積載部の3次元設計モデ
ル作成

積載部の設計モデル作成

施
⼯
後

UAV写真測量作業

UAVに搭載されたデ
ジタルカメラで、連続
写真を撮る。

【積載土砂の3次元データ】

①データ点群処理
②３次元化
③撮影した写真をSfM
（Structure from 
Motion）ソフトに読み
込み、解析する。

UAVデータ処理・解析

積載量の算出

・積載部のモデルに積
載土砂の3次元データ
を重ねることにより、台
船に積載している土量
をソフトで⾃動計算する。
・この作業を⼯事期間
中繰り返し⾏い、すべて
の排出隻数162隻で
土量を算出した。

【積載土砂の3次元データ】

【積載部の設計モデル】

【体積計算】

ICT活⽤の現状

P 44



活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

GPS施⼯管理システム・
⽔中カメラによる⿂礁移設
既設の⿂礁ブロックが設置されている海域を、新たな漁場として造成したい場合は、点在している多数の⿂礁ブロックを回
収することが求められる。そこで作業の安全性を確保し、⿂礁ブロックを破損させないように効率的にブロックを移設するため、
施⼯管理システムと低照度⽔中カメラを活⽤した。

⽔深50m以深の海域に点在している円筒型⿂礁ブロックを、起重機船のGPS施⼯管理システムと低照度⽔中カメラ付
専⽤バケットを⽤いて回収し、より効果が期待できる海域に移設する技術である。

２３．湧別増殖場造成⼯事

使⽤機材・
ソフト 仕様

⽔中カメラ 1/3インチCCD、41万画素
最低照度0.9Lux F1.4

GPS RTK-GPS
サテライトコンパス

ナローマルチ
ビーム

周波数︓200〜400kHz
レンジ分解能︓1.25cm
ビーム幅︓1.0×1.0度

サイドスキャ
ンソナー

周波数︓780kHz
レンジ分解能︓1.8cm
ビーム幅︓0.2×50.0度

閲覧ソフト ３次元可視化ソフト、位置
情報管理システム

従来技術より施⼯効率が向上するほか、大⽔深の潜⽔作業が必要ないので安全性が格段に向上する。また、既設の⿂礁
ブロックを破損させにくいので、別の海域において⿂礁として再利⽤できる。撤去した海域は新たな漁場として造成できる。

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 26万円（1個当たりの施⼯費のみ） 5.4万円（1個当たりの施⼯費のみ）

⼯期短縮 407日（1190個/1日当たり6個×休止率） 68日（1190個/1日当たり36個×休止率）

省人・省⼒効果 6個（日当たり施⼯量） 36個（日当たり施⼯量）

精度向上 潜⽔士による撤去では取り残し⿂礁多数あり。
管理システムと⽔中カメラにより、取り残し減少。マルチ
ビームとサイドスキャンによる測量で取り残し⿂礁を完全
に撤去可能。

業務の効率化 △ ◎

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 〇 〇 〇

適⽤できる項目（段階）

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

適⽤条件
以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①作業中止基準となる気象・海象条件
②濁りがひどく、映像からブロックが確認できない場合
③潮流が速くカメラケーブル切断のおそれがある場合

【潜⽔士による撤去イメージ】

339日
短縮

施⼯効率
6倍

【施⼯管理システム】

起重機船位置

バケット位置

魚礁位置

回収位置

【⽔中カメラ付特殊バケット】

施⼯効率up
による効果大

【⽔中カメラ】

件名 オホーツク海地区湧別増殖場造成⼯事（ゼロ国債）

発注者 北海道オホーツク総合振興局産業振興部⽔産課

受注者 ⻄村・安⽥経常建設共同企業体

実施者 株式会社⻄村組

⼯種 ⿂礁⼯︓撤去・再設置1,190個

P 45



①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

施
⼯
前

現場の声
○マルチビームの測量結果を施⼯管理システムに取り込むことで、⿂礁ブロックの位置に起重機船を早くセットすることが
できた。また、⽔中カメラ映像により効率的な撤去作業につながった。

○大⽔深で潜⽔作業が不要となり、安全性が向上した。

実施フロー

対応事例の概要

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

①「漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書」 / ⽔産庁漁港漁場整備部, 平成30年5⽉

【完成度】︓⽔中カメラ等の使⽤機材は、市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓⽔中カメラ等の使⽤機材は、市販品であるが、今回のような使⽤方法の普及度は低い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

施
⼯
後

【積載物の3次元データ】

施
⼯
中

GPS施⼯管理システム

【マシンガイダンス機能】
施⼯管理システムで⿂
礁の位置とバケットの
位置をリアルタイムに確
認しながら起重機船を
操船する。 【海底にある⿂礁ブロックの⾒える化】

バケットに取り付けている低照度⽔中カメラの映像をクレーンの
オペレーターが確認しながら撤去作業を⾏う。

特殊バケットを⽤いた移設作業

【海底の3次元データ】

①データ処理
②3次元化
③海底の⿂礁ブロックの位置情
報を出⼒

ナローマルチビームデータ処理・解析

マルチビームの結果から⿂礁ブロックの位置情報を出⼒し、
起重機船の施⼯管理システムに取り込む。

起重機船位置

バケット位置

魚礁位置

回収位置

サイドスキャン・マルチビーム測量作業 サイドスキャンソナーとナロ
ーマルチビームを使って測
量区域に未測が生じな
いよう測線を設定し測量
を⾏う。
取り残し確認と最終出
来形で2回実施。

取り残し確認の測量結果から、残っている⿂礁ブロックの位置情報を把握し、再度移設作業を⾏う。最終の出来形測量を実
施し、出来形図を作成する。

【サイドスキャン画像】

ナローマルチビーム測量作業

測量区域に未測が生じない
よう測線を設定し測量を⾏う。

【⽔中カメラ映像による⾒える化】

ICT活⽤の現状
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

電⼦⼩⿊板による
⼯事写真管理

⾬、風による⿊板⽂字の不明確防止及び作業効率化を目的として電⼦⿊板を活⽤した。

港湾事業の防砂堤⼯事において、⼯事写真における⼩⿊板を電⼦化した。事前に事務所で⼊⼒しておいた⼩⿊板デー
タをタブレット端末に保存し、現場でデータを呼び出して⼯事写真に合成する技術である。

２４．⿅島港防砂堤ケーソン据付⼯

使⽤機材・ソフト 仕様

タブレット端末 汎⽤品（iOS）
カメラ付き

電⼦⼩⿊板
アプリ

iOS専⽤アプリ
（NETIS認定済）

クラウドストレージ
サービス

基本無料（15GB
まで無償利⽤可）

費⽤や省人・省⼒化に目⽴った効果は⾒られないが、業務の精度や効率化に寄与している。

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 0円 0円

⼯期短縮 - -

省人・省⼒効果 2人 1人

精度向上 - ⿊板の⽂字が明確になる。

業務の効率化 - 風による⿊板転倒もなく1人で撮影することができる。

その他 - ズームで撮影した写真にも⿊板を⼊れることができる。

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 〇 〇 △

適⽤できる項目（段階）

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①⾼温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の
使⽤が困難な状態

適⽤条件

事務所に
戻って写真

の整理

現場で⼿書き
の⿊板と一緒
に写真に撮る

【事前に諸元を⼊⼒した電⼦⼩⿊板】

⾃動で整理

⼯事写真
の撮影

件名 29国補⿅港整第29-06-307-0-002号
防砂堤ケーソン据付⼯事

発注者 茨城県土木部港湾課

受注者 常総開発⼯業株式会社

⼯種
ケーソン据付⼯ L=30m（N=2函）

基礎捨⽯⼯ V=1322m3
上部⼯ V=323m3
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

事務所

事前準備・⿊板データの作成

事前に必要なデータを⼊⼒して、現場に持ち
出すタブレット端末に保存する

現場の声

実施フロー

対応事例の概要

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

【完成度】︓タブレット、電⼦⼩⿊板アプリ、クラウドストレージは、いずれも市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓タブレット、電⼦⼩⿊板アプリ、クラウドストレージは、いずれも市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は特になし。

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

ICT活⽤の現状

○クラウドストレージを使⽤してデータを共有することで、現場に係わる人がどこでも確認をすることができ、写真の撮り
忘れがなくなる。

○現場で⿊板データを作成するのは多少の時間を要するため、事前に必要となる⿊板を作成し登録しておくほうが
効率的である。

現 場

⼯事写真の撮影

タブレット端末に保存した⿊板データを呼び出して、
⼯事写真に映しこむ。物理的に⿊板を保持しない
ので、１人で撮影可能。

⼯事写真の整理

【⿊板テンプレート】

【タブレット端末】

【電⼦⼩⿊板】

撮影した⼯事写真は
クラウドストレージに⾃
動で保存・整理
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

デジタル野帳とTotal
Stationによる施⼯管理

若⼿技術者とTotal Stationを使⽤して任意点の測量を⾏う際、Total Stationを視準する人間は若⼿技術者になる
場合が多い。熟練技術者は必要なポイントが経験でわかるが、若⼿技術者はプリズムターゲットの正確な平面位置がわか
り難いことがあり、データを整理するときに計測したポイントが何を⽰しているのかわからないことがあった。
そこで同期化した図面をお互いのタブレット端末で確認できる「デジタル野帳」を活⽤した。

タブレット端末のアプリケーションソフトである「デジタル野帳」を使⽤することで同期化されたタブレット端末（図面上）で迅
速で確実な意思疎通により測量を⾏うことが可能となった技術である。

２５．日本海⻄部地区⿂礁据付⼯事

使⽤機材・ソフト 仕様

タブレット型端末 Wi-Fi + Cellular
モデル

Total Station 汎⽤品

デジタル野帳 －

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 － 480円/月

⼯期短縮 － －

省人・省⼒効果 － －

精度向上 口頭では伝わりにくいことがあった 図面上でピンポイントの説明が可能

業務の効率化 △ 〇

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 〇 〇 △

適⽤できる項目（段階）

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

従来は予定ポイント以外の任意ポイントを
計測したい場合は無線機で説明しており、
若⼿技術者には理解できないことがあった。

同期されているため離れた場所でも図面を
利⽤しリアルタイムで説明することが可能

無線機だけの説明では伝わりにくいことがお互いのタブレット端末上で図⽰しながら説明することが可能であるため業務
の効率化が図れる。

計測したい場
所をペンで記
⼊すると相⼿
の画面にも記
⼊されたものが
表⽰される。

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①タブレット端末が使⽤できない気象条件

【デジタル野帳画面】

適⽤条件

件名 平成30年度
日本海⻄部地区⿂礁据付（その２）⼯事

発注者 ⽔産庁 漁港漁場整備部 整備課

受注者 東洋建設株式会社

⼯種 ⿂礁沈設⼯ N=117個
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

活⽤事例の詳細

施⼯前
デジタル野帳内にて各現場のチームドライブを作成する

施⼯後

現場の声

施 ⼯（測 量）

○騒音等がある場所では利便性がありそう。
○UAVではできない細かなポイント測量は従来のTotal Stationと合わせて使⽤できる。
○アプリ内に測量⾃動計算が可能なテンプレートもあるので便利。

実施フロー

デジタル野帳でノート（ファイルデータ）を作成し平面図等を取り込み

チームドライブを作成することで、チーム内の複数台のデバイスを同期して使⽤することが可能となる。

【発注図面等】

ファイル形式はPDF等の画
像形式が取り込み可能

【デジタル野帳取り込み後】

施⼯中に追加したいポイントをデジタル野帳上で指示

【図面拡大】

計測したいポイントを平面図へ書き込むと同期されているデバイス上にもリアルタイムで表⽰される。

【追加ポイントを図⽰】

アプリ内に測量結果を⾃動計算できるテンプレートがあるため、そのまま報告書として提出が可能であり業務の効率化につながる。

対応事例の概要

①JACICのデジタル⼯事写真の⼩⿊板情報機能対応
②スマートデバイス⽤デジタル野帳アプリ（NETIS︓KT-180030 － A）

【完成度】︓タブレット・ソフト等の使⽤機器は、市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓タブレット・ソフト等の使⽤機器は、市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

ICT活⽤の現状
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

⽯材投⼊施⼯管理システム
によるマウンド礁築造

マウンド礁の築造は､⽔深８0mの位置へ幅42m×底辺延⻑115mの非常に狭い範囲への投⼊が要求され､投⼊後の
整形や再投⼊が困難であることから､所定の形状を形成するためには投⼊⽯材の堆積形状をより⾼い精度で推定し､実
施⼯に迅速に反映していくことが求められるために、この技術を活⽤した｡

⽯材投⼊施⼯管理システムは、ナローマルチビーム、投⼊シミュレーション及び船舶誘導システムを活⽤した⽯材堆積形状
の推定と投⼊計画の⽴案を支援するシステムである。

２６．隠岐海峡地区マウンド礁築造⼯事

【投⼊シミュレーション】

【詳細図】

【深浅図】

【ナローマルチビーム測量】

従来の方法では、最終形状の予測が困難であるため、投⼊後の整形や再投⼊へのリスクが⾼くなる。また、投⼊回数の
増減が把握できない。⽯材投⼊施⼯管理システムでは、リスク回避と投⼊数量の管理を随時⾏える。

従来 ICT活⽤

【3次元データ】

活⽤技術の適⽤範囲

投⼊シミュレーションと投⼊後のナローマルチビーム
測量を繰り返し、出来形の精度向上を図る

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 25.4万円/日 30.2万円/日

⼯期短縮 - -

省人・省⼒効果 - -

精度向上 投⼊後の整形や再投⼊へのリスク大 投⼊後の整形や再投⼊へのリスク小

業務の効率化 △ ○

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 〇 〇 △

適⽤できる項目（段階）

投⼊毎に最終の
形状予測を⾏う
ため、リスク回避
することができる。

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

【船舶位置誘導】

想定される方法︓⾒通し⽵や明
⽰ブイを頼りに⽯材を投⼊する。

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①作業中止基準となる気象・海象条件
（投⼊管理システムは波⾼1.0m以上、風速
10m/sec以上）

使⽤機材・
ソフト 仕様

ナローマルチ
ビーム

0.45°x0.9°ビーム
幅(450kHz時)

管理ソフト ⽯材投⼊管理・
船舶位置システム

適⽤条件

件名 平成30年度
隠岐海峡地区マウンド礁築造⼯事

発注者 ⽔産庁 漁港漁場整備部 整備課

受注者 東洋建設株式会社

⼯種 増殖礁⼯ マウンド礁⼯(⽯積部)
頂部施⼯延⻑70m
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実施フロー
活⽤事例の詳細

現場の声
○単純に費⽤だけを⾒たらメリットは薄いが、投⼊後の整形や再投⼊が困難であることを考慮すると、より確実な施⼯を
⾏うことに対するメリットは⾼い。投⼊毎に最終的な出来形を予測するため出来形の向上につながった。

施⼯前
ナローマルチビーム・事前測量

測線間隔は、未測深部
分が生じないよう適切に
設定する。

事前測量結果を基に、設計
数量と設計投⼊回数による
最終出来形を満たすシミュレ
ーションを⾏う。

投入シミュレーション

施⼯②（投入後）

シミュレーション結果を
正確に反映するため、
船舶位置誘導システ
ムにて投⼊作業を⾏う。

施⼯①（投入）
投入作業・船舶位置誘導システム

【完成図 ナローマルチビーム測量による3次元データ】

施⼯後
事前測量と同様に、ナローマルチビームによる海中部の測量
作業を実施し、データ処理解析を⾏い完成図を作成する。

※施⼯①と施⼯②繰り返し

ナローマルチビーム・投入後状況調査

事前測量と同様に、測
線間隔は、未測深部分
が生じないよう適切に設
定する。

投⼊後状況調査の結果
を反映し、残数量と残投
⼊回数による最終出来形
を満たすシミュレーションを
⾏う。

投入シミュレーション

①「漁港漁場関係⼯事共通仕様書」 /⽔産庁漁港漁場整備部,平成３０年５⽉
②一般社団法人漁港漁場新技術研究会 ⽔産公共関連⺠間技術の確認審査・評価事業 第17-B-001号

【完成度】︓GPS及び機材は技術開発企業の専⽤技術であり、完成度は⾼い。
【普及度】︓GPS及び機材は技術開発企業の専⽤技術であり、普及度は低い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

対応事例の概要

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

ICT活⽤の現状
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

タブレット端末による
3次元データの現場共有

現場管理に必要な資料データの携⾏、遠隔地からの現場状況の把握、現場での測定値⼊⼒の時間短縮と転記間違い
の防止等の業務の効率化を目的として活⽤した。

タブレット端末と「オンラインストレージサービス」、「ビデオ通話ソフトウェアアプリケーション」、「リモートアクセスツール」を施⼯管
理に活⽤した技術である。

２７．松江港(馬潟地区)ほか

【タブレット型コンピュータ】

・現地で資料、図面データをタブレット等で即時確認しながらの施⼯打ち合わせは非常に有効である。
・現場へ臨場できないときでも現場状況を即時確認でき、リアルタイムな打ち合わせが可能なうえ、打ち合わせ結果を現場
作業へ反映できる。
・現場での野帳への記⼊、電卓での計算、内業での野帳からの数値⼊⼒という作業がなくなった。

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 － －

⼯期短縮 － －

省人・省⼒効果 － －

精度向上 － －

業務の効率化 △ ◎

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 〇 〇 △

適⽤できる項目（段階）

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①タブレット端末が使⽤できない気象条件

・設計図書、図面、仕様書等、
必要となるデータを紙で印刷しファ
イリングを⾏い持ち歩いていた。
・現場で発生した事案、確認を⾏
うためには、現地へ赴き確認して
いた。
・現場で測定した出来形管理値
や品質管理値は、野帳に⼿書き
を⾏い、事務所に戻りパソコンに
⼊⼒を⾏い、管理資料を作成し
ていた。

使⽤機材及びソフト 仕様

タブレット端末 Wi-Fi + Cellular
モデル

オンラインストレージサービス ー

ビデオ通話ソフトウェアアプリケーション ー

リモートアクセスツール ー

・オンラインストレージサービス︓指定した場所のファイルを、オンラインサーバー内
に⾃動でバックアップしたり、複数のパソコン間で⾃動同期させたりすることができ
るサービス。
・ビデオ通話ソフトウェアアプリケーション ︓同社製品同士で無料通話することが
できるアプリケーション。
・リモートアクセスツール︓いつでもどこからでもパソコンやタブレット等に接続して
遠隔操作できるソフト。

適⽤条件

件名 松江港(馬潟地区)防災安全交付⾦(統合
補助)⼯事(岸壁)その2 ほか

発注者 島根県松江県土整備事務所 島根県松江
⽔産事務所 ほか

受注者 カナツ技建⼯業株式会社

⼯種 －
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

事務所

現場
出来形確認

現場の声
○施⼯計画書や施⼯管理資料、A3判の施⼯図面などを紙資料で持ち歩くことは現場管理の中で非常に煩わしい。
また、時々刻々と変化していく現場を管理する場合、私達技術者は、適時的確な指⽰をしていくことが求められ、
即時データ確認を⾏える環境を創出できるタブレット型多機能端末の利⽤は、非常に有効な⼿段となった。

○現場状況をタブレットで撮影を⾏いながら、事務所と通信を⾏い、離れた場所にいながら現場サイドとの打ち合わせ
ができ、撮影した写真は、パソコン、携帯端末等に送信し現場との迅速な情報共有ができた。
このように、情報の即時発信、把握ができるツールは、事故等の緊急事態発生時にも有効な伝達⼿段だと思う。

○現地にて測定を⾏い、その測定値をタブレットからリモート接続されたパソコンの表計算ソフトへ直接⼊⼒できるた
め、事務所に戻ってからの⼊⼒作業⾃体を無くすことができた。
更に現場でも野帳に⼿書きする事も無く、テストハンマーの反発度をリモート接続で事務所のパソコンに⼊⼒する
だけで、コンクリートの推定強度が算出される仕組みにより、現地作業も非常に効率化した。

実施フロー

対応事例の概要

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

【完成度】︓タブレット端末、ソフト等の使⽤機材は市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓タブレット端末、ソフト等の使⽤機材は市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓施⼯管理における業務改善方法に使⽤した事例であり標準化、規定は無い。

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

現地でのタブレット端末の画面による出来形確認

ビデオ通話ソフトウェアア
プリケーションによる通話

リモートアクセスツー
ルによるデータ共有

ICT活⽤の現状
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

捨⽯投⼊作業支援システム
による防波堤基礎⼯の施⼯

目印がなく波風がある海面上で定められた位置に定められた数量の⽯材を投⼊することは容易ではないため、GPS位置
情報を取得し投⼊位置・数量を画像によって可視化する海洋⼯事支援システム（⽯材投⼊）を活⽤し、投⼊作業管
理の省⼒化と投⼊精度向上を図った。

ガット船による⽯材投⼊作業において、GPSを⽤いた投⼊管理支援システムを活⽤した。投⼊管理支援システムは、予め
1回の投⼊量に対する仕上がり面積を想定し、GPS誘導により投⼊する技術である。

２８．増殖場整備⼯事

使⽤機材・ソフト 仕様

GPS受信機 GPS受信機 測位精度︓50cm

GPSコンパス GPSコンパス 測位精度︓0.6ｍ、方位精度︓0.1°

管理ソフト ⽯材投⼊管理

⽯材投⼊作業前の潜⽔士船などによる明⽰旗の設置等の準備時間が不要である。また、明⽰旗の問題点であった、流
出した際の再設置の⼿戻りや船舶の拘束が⻑くなるなどの⼯程、費⽤の面が改善された。

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 1,500万円 1,000万円

⼯期短縮 17日 10日

省人・省⼒効果 51人 44人

精度向上 － 投⼊位置の可視化による投⼊精度向上

業務の効率化 △ ◎（投⼊作業管理の省⼒化）

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 〇 〇 △

適⽤できる項目（段階）

7日
短縮

7人
省人化

定性的目視から
定量的測量に

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①作業中止基準となる気象・海象条件

【機材配置】 【モニター画面】
捨⽯（⽯材礁）投⼊作業はガット

船によって、⾒通し⽵と明⽰ブイを頼
りに潜⽔士及びガット船上からレッドに
より⽯材の⾼さを確認しながら作業を
⾏っていた。
⾒通し⽵やブイは陸上から光波距

離計で⽯材投⼊前に位置出しを⾏
い設置する必要があり、投⼊作業前
の準備に潜⽔士船などを使い時間を
要していた。

適⽤条件

件名 平成29年度 ⻑崎半島南部地区
増殖場整備⼯事（為⽯１⼯区その２）

発注者 ⻑崎県⽔産部漁港漁場課

受注者 株式会社⻄海建設

⼯種 増殖場⼯ 4,800ｍ2
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

施⼯前

施⼯
⽯材の投⼊は、GPSを⽤いた投⼊管理支援システムにより⾏った。
投⼊管理システムは、予め1回の投⼊量に対する仕上がり面積を想定して、投⼊位置を決定し、GPS誘導により適量を投⼊する。
投⼊位置を画面にプロット、また紙面にアウトプットすることにより、投⼊管理の精度向上及び省⼒化を図るものである。

現場の声
メリット︓ GPSによる正確な投⼊位置への誘導や投⼊回数を減らすことができ投⼊時間を短縮できた。
デメリット︓GPS機器の精度確認をどのように⾏うか機器材管理計画を綿密に⾏う必要がある。

実施フロー

対応事例の概要

【位置確認状況】【投⼊状況】【投⼊計画図】

クレーン先端部及びブリッジにGPS受信機を設置し、施⼯管理システムを構築する。

①（公社）全国漁港漁場協会 漁港漁場関係⼯事共通仕様書 出来形管理基準 23-4 ⽯材礁投⼊⼯

【完成度】︓GPS及び機材は市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓GPS及び機材は市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

【クレーン先端設置⾦具】 【GPSコンパスアンテナ設置例】

ICT活⽤の現状

●投⼊間隔の算定
ガット船 オレンジバケット容量 V＝4.0m3、投⼊仕上厚 h＝0.9m
1回の投⼊面積（40％増の投⼊量） a＝ｖ／h＝4.0×1.40/0.9＝6.22m2

1回投⼊量あたりの投⼊間隔 D＝（a）1/2×（100-e）／100＝2.49ｍ
（空隙率eはバケット内包量と海底着定量も同等と考えられるのでe=0）
従って、投⼊指⽰点は 縦横 2.5mメッシュとなる。（1群＝2.5ｍ×256マス）
なお、当初設定は上記とし、投⼊後の調査を実施して、投⼊間隔を適宜変更できる。
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

トランスポンダーによる
⿂礁⼯の施⼯管理

船上（⽔上）から、リアルタイムで⽔中の状況を把握したり、⿂礁の据付作業をコントロールすることは容易ではない。そこ
で⽔中の位置情報を取得し、据付精度の向上と、ダイバーの⽔中作業短縮による事故抑制を目的として活⽤した。

トランシーバーからの信号とトランスポンダーの返答時間とUltra Short Base Line方式測位装置の受波アレイでの位相
差から角度を算出し、トランシーバーに対する三次元空間内でのトランスポンダーの相対位置を求める技術である。

２９．五島地区大型⿂礁整備⼯事

使⽤機材・ソフト 仕様

トランスポンダー 耐圧︓500m、通信距離︓500m

トランシーバー 測位精度︓0.25°

GNSS ネットワーク型RTK配信情報

管理ソフト 位置データ、映像化

⽔中の位置情報を得ることによる据付精度の向上と、ダイバーの⽔中作業を短縮することによる事故の抑制が期待できる。

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 2,700万円 2,500万円

⼯期短縮 14日 12日

省人・省⼒効果 144人（延べ作業員数） 135人（延べ作業員数）

精度向上 － 位置情報を得ることによる据付精度の向上

業務の効率化 △ ◎

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 〇 〇 △

適⽤できる項目（段階）

2日
短縮

9人
省人化

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

【トランスポンダー】

【トランシーバー】

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①作業中止基準となる気象・海象条件
②機器材管理計画を綿密に⾏う必要が有る。

作業船のクレーンにトランスポンダーを取付け、⿂礁を設置する。投⼊の際も位
置を計測することができるため、より正確に⿂礁を設置することができる。⿂礁設
置のほかに、ダイバーや⽔中観測機、ROV（Remotely Operated
Vehicle︓遠隔操作⽔中ロボット）、AUV（Autonomous Underwater
Vehicle︓⾃⽴型無人潜⽔機）の位置管理にも活⽤できる。

従来は、海図による⼭あてとハンディ
ータイプGPS(精度約10ｍ)で事前に
沈設場所に⾏き、沈設位置に目印
のブイを投⼊設置し、後日クレーン船
でブイ目がけて沈設していた。

適⽤条件

件名 平成30年度 五島地区大型⿂礁整備⼯事
（三井楽嵯峨島⻄８⼯区）

⻑崎県⽔産部漁港漁場課

発注者 株式会社今村組

受注者 株式会社⻄海建設

⼯種 ⿂礁⼯ 4,839空ｍ3（ハニカム⿂礁-14基）、
⽔深130ｍに沈設
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

活⽤事例の詳細

施⼯前

積み込み

【設置作業中の管理モニター】

トランシーバー等を組み込
んだ取付ポールを設置

施⼯
設置

現場の声
メリット︓・⽔中のうねり、潮流による据付け対象物の動揺の発生に対して、正確な位置への沈設ができる。

（平面座標と深度管理が可能）
・トランスポンダーを複数使⽤することにより、対象物の方向方位がわかる。
・操作管理が簡単である。

デメリット︓GPS機器の精度確認をどのように⾏うか機器材管理計画を綿密に⾏う必要が有る。

実施フロー

対応事例の概要

出来形確認

マルチビーム等の深浅測量
による出来形管理

①（公社）全国漁港漁場協会 漁港漁場関係⼯事共通仕様書 出来形管理基準 22-3 ⿂礁沈設⼯

【完成度】︓トランスポンダー及びGPS等の使⽤機材は市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓トランスポンダー及びGPS等の使⽤機材は市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

ICT活⽤の現状

【トランスポンダー取り付け】

【トランシーバー取り付け】

【管理モニター設置】
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

UAVとナローマルチビーム
による防波堤3次元化

防波堤のように⽔上から⽔中にかけて建設された構造物は、作業員の⽴ち⼊りが困難、あるいは危険が予想される。そこ
で作業員の安全の確保と、さらに作業の効率化を目的として、UAV（Unmanned Aerial Vehicle 無人航空機）と
ナローマルチビームを活⽤した。

防波提の改修⼯事において、UAVで⽔上部を、ナローマルチビームで⽔中部をそれぞれ測量し、データを合成することで3
次元化を⾏い、防波堤の出来形の管理、さらに施⼯管理に活⽤する技術である。

３０．⽯巻市泊漁港防波堤改良⼯事

【UAV】

使⽤
機材・
ソフト

仕様

UAV
最大⾶⾏時間 約30
分、カメラセンサー 1イン
チ CMOS 

ナロー
マルチ
ビーム

●取得点密度3点
/0.5m格⼦以上
●計測精度（⽔深）
±10cm
●計測精度（平面）
50cm

管理ソ
フト ３次元点群データ処理

【ナローマルチビーム】

⼯期面や作業要員の省⼒化に効果がみられるほか、海上部においては消波ブロック上など危険な場所に⽴ち⼊る必要性
がなく安全を確保でき、また海上部と海中部を総合したデータから、より精確に改良・修復部の把握ができる。

従来 ICT活⽤

【3次元データ】

活⽤技術の適⽤範囲

海上部・海中部
をそれぞれ測量し
てデータを合成

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 75万円 120万円

⼯期短縮 8日 2日

省人・省⼒効果 32人（4人/1日当たり×8日） 8人（4人/1日当たり×2日）

精度向上 両端平均断面設計法 現況に設計モデリングを重ね、必要体積を算出

業務の効率化 △ ◎

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 〇 〇 △

適⽤できる項目（段階）

6日
短縮

24人
省人化

定性的目視から
定量的測量に

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①強風や⾼波の恐れのある気象・海象条件
②写真が鮮明に撮れないなど暗い場合
③日差しが強く影部が鮮明に撮れない場合

海上部はレベル測量、海中部はレベル
測量、レッド測量、シングルビーム音響
測深

【レベル測量】

【レベル測量】

【レッド測量】

適⽤条件

件名 平成30年度泊漁港防波堤改良⼯事

発注者 ⽯巻市産業部⽔産基盤整備推進室

受注者 株式会社丸本組

⼯種 防波堤（消波⼯）︓延⻑99.8m
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

据付個数の算出

施⼯前
UAV・海上部測量作業 ナローマルチビーム・海中部測量作業

【海上部の3次元データ】
【海中部の3次元データ】

【海上部と海中部の合成3次元】

【完成図 海上部と海中部の合成3次元データ】

UAVデータ・ナローマルチデータ合成

据付⼯数の算出手法 ブロック
個数

航路浚
渫⼟量 備考

１．発注者設計数量 872個 145㎥ 平均断面法

２．3次元測量による数量 972個 1800㎥ 採⽤

※基準⾼、幅等はmm単位で測定可能であり、直接測量は不要である。

UAVに搭載されたデジタ
ルカメラで、連続写真を
撮る。

①データ点群処理
②３次元化
③撮影した写真をSfM
（Structure from 
Motion）ソフトに読み
込み、解析する。

測量区域に未測が生じ
ないよう10％以上の重
複計測が可能な測線を
設定し計測を⾏う。

UAVデータとナロー
マルチビームデータ
の合成

①データ処理
②３次元化
③ナローマルチビームデータと
各種情報を統合したオリジナ
ルデータの作成。
④⽔中の気泡や浮遊物など
のノイズを除去処理。

施⼯後 施⼯前と同様に、UAVによる海上部、ナローマルチビームによる海中部の測量作業をそ
れぞれ実施し、データ処理解析によりUAVデータとナローマルチビームデータを合成し、完
成図を作成する。

UAVデータ処理・解析 ナローマルチデータ処理・解析

現場の声

施 ⼯

○単純に費⽤だけを⾒たらメリットは薄いが、設計時よりも正確なブロック個数・浚渫土量が算出でき設計を変更す
ることができた。結果的に精度の⾼い施⼯につながった。

○直接測量が不要となり、安全性も確保できた。

実施フロー

対応事例の概要

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

①無人航空機(UAV)を活⽤した⽔産基盤施設の点検の⼿引き／⽔産庁漁港漁場整備部整備課，平成31年3⽉

【完成度】︓UAV及びナローマルチビームは、市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓UAV及びナローマルチビームは、市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

ICT活⽤の現状
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

浚渫⼯事の効率化を目的として、ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる施⼯位置の特定及び⽔深管理を実施し、その結果をタブレ
ットに表⽰してリアルタイムに施⼯出来形の管理を⾏うことができる技術を活⽤した。

漁港内の泊地浚渫⼯事の効率化を目的に密閉吸引式底質除去装置とRTK-GNSSによる施⼯箇所の可視化を⾏い、
泊地浚渫の施⼯管理を⾏う技術である。

施⼯管理者及びオペレーターがリアルタイムに浚渫の施⼯位置と⽔深を把握し、不要な余堀を防いで施⼯精度を向上
させることができる。
浚渫範囲を表⽰する植⽵、浚渫毎の⽔深測量をすることなく、リアルタイムに施⼯位置、浚渫の深さを管理できるため、
作業性が向上する。

ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 － －

⼯期短縮 － －

省人・省⼒効果 16人（測量員2人/1日当たり×8日） 8人（1人/1日当たり×8日）

精度向上 作業を止めてレッド等による測量を毎日⾏う リアルタイムに浚渫の施⼯位置と⽔深を把握

業務の効率化 △ ◎

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

△ 〇 〇 △

適⽤できる項目（段階）

8人
省人化

定性的目視から
定量的計測へ

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

RTKーGNSSによる浚渫
⼯事の⽔中施⼯の可視化

【密閉吸引式底質除去装置】 【施⼯管理画面】

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①作業中止基準となる気象・海象条件

使⽤機材・ソフト 仕様

ＧＮＳＳ送信機 陸上基地⽤

ＧＮＳＳ受信機、ＧＮＳＳコンパス、⽔深計 船舶装置⽤

パソコン、タブレット 施⼯管理システム⽤

従来

植⽵による位置確認、
陸上誘導員による誘導

【レッド及びスタッフ等による⽔深確認】

適⽤条件

３１．奈良尾漁港機能保全⼯事 件名 平成30年度奈良尾漁港機能保全⼯事

発注者 ⻑崎県五島振興局上五島支所建設部

受注者 株式会社才津組

実施者 大⽯建設株式会社

⼯種 泊地浚渫︓702ｍ3
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

活⽤事例の詳細

現場の声
○海の広大な浚渫範囲の施⼯図面をシステムに取り込み、施⼯位置及び⽔深の情報をリアルタイムに表⽰し、施⼯
することで従来⼿法に⽐べ、施⼯性、効率性や施⼯精度を向上させることが可能。

○取り組みの留意点︓システムの設定に専門技術が必要となる。

実施フロー

対応事例の概要

①陸上に基地局を設置、②浚渫装置である密閉吸引式底質除去装置本体に⽔深計を設置、 ③作業船に作業船の方向を⽰すコ
ンパスを設置して、 ④浚渫位置・⽔深をリアルタイムに管理する方法である。

【① RTK-GNSS 陸上基地局】

【④ 作業指⽰室（パソコン）】

【施⼯中のモニター画面】【③ 潜⽔士船ウインチ操作部】

①（公社）全国漁港漁場協会 漁港漁場関係⼯事共通仕様書 出来形管理基準

【完成度】︓GNSS等の使⽤機器は、市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓GNSS等の使⽤機器は、市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

【② ⽔深計】

②

①

③
④

【密閉吸引式底質除去装置施⼯状況】

ICT活⽤の現状
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要
藻場増殖礁⼯事の竣⼯検査の効率化を目的として活⽤された。

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合（同規模施⼯） ICT活⽤の場合

費⽤縮減 － －

⼯期短縮 － －

省人・省⼒効果 － －

精度向上 － 海底部に沈設した藻場増殖礁や海底の状況等が広範囲にわかる。

業務の効率化 △
◎

竣⼯検査時にモニターで藻場増殖礁の沈設位置及び沈設個数が正確
に短時間で確認できる。

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

〇 〇 △ 〇

適⽤できる項目（段階）

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

３２．⼩値賀地区増殖場整備⼯事

サイドスキャンソナーによる
竣⼯検査の個数・出来形確認

【ＧＰＳ 内蔵3次元ソナー及び測量誘導ソフト】

【船舶及びＧＰＳ】

【測量誘導ＧＰＳ】

シングルビーム音響
測深機による測量

適⽤条件
以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①作業中止基準となる気象・海象条件

使⽤機材・
ソフト 仕様

ＧＰＳ内臓
3次元ソナー

測量範囲 0.4ｍ〜1500ｍ
精度 1.5％FS以内
解能 1ｃｍ

測量誘導
ＧＰＳ ⽔平精度 0.6ｍ

管理ソフト 測量誘導ソフト

出典︓令和元年6⽉5日
第48回国土地理院報告会 資料

【音響測深機】

【送受波器】

藻場増殖礁⼯事の竣⼯検査の効率化を目的として、サイドスキャンソナーによる測量を実施した。その結果、海底に沈設
された藻場増殖礁の正確な位置と沈設個数の確認を目視により短時間で⾏うことができた。

件名 平成27年度⼩値賀地区増殖場
整備⼯事(⼩値賀1⼯区その2)

発注者 ⻑崎県 ⽔産部 漁港漁場課

受注者 大⽯建設株式会社

⼯種 着定基質 藻場増殖礁 45個
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①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

活⽤事例の詳細

竣⼯検査前（機材の設置）

竣⼯検査実施

現場の声
○海底部に広範囲に沈設した藻場増殖礁の沈設位置及び沈設個数の状況等がモニターで確認できる。
○取り組みの留意点︓海上が時化た場合は、精度が悪くなる。

実施フロー

対応事例の概要

藻場増殖礁⼯事の竣⼯検査前に、サイドスキャンソナー及びGPS等の使⽤機材を設置する。

【サイドスキャンソナー設置】 【ＧＰＳ設置】

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。

①（公社）全国漁港漁場協会 漁港漁場関係⼯事共通仕様書 出来形管理基準 23-3 着定基質設置⼯

【完成度】︓使⽤機材は市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓使⽤機材の購⼊・導⼊は可能であるが、システムには専門知識が必要なため、現時点ではシステムの専門業者が必要である。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

竣⼯検査におけるGPS及びサイドスキャンソナーによる位置確認状況。

【ＧＰＳ位置確認】

【藻場増殖礁位置確認】

【モニターによる位置確認】

【モニター画面】

ICT活⽤の現状
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活⽤事例の効果

活⽤事例の概要

作業船位置・回航情報システム
による作業船の管理

漁港の⼯事において、作業船の所在位置や稼働状況が把握できないため、市町村等発注者は設計・積算作業に、漁
港建設業者は対応可能な作業船の⼿配に多くの時間を費やしている。この状況を解決するため、作業船の位置・回航
情報をリアルタイムで把握できるシステムを活⽤した。

GPSが取得した作業船の位置情報と、気象会社から取得した気象海況情報をクラウドサーバに蓄積し、発注者や建設
会社が多様に活⽤できるシステムである。

３３．岩⼿県、⾼知県、⻑崎県

費⽤縮減・⼯期短縮に効果がみられるほか、作業船の在場情報がリアルタイムで把握できるため、災害時に作業船調達
の迅速化・効率化が期待できる。

従来 ICT活⽤

活⽤技術の適⽤範囲

技術活⽤の目的

従来の場合 ICT活⽤の場合（⻑崎県）

費⽤縮減 - 土木一般世話役（2,475円/時）と⾼級船員（3,150円/時）
それぞれ46時間分の作業が削減

⼯期短縮 - 発注まで１カ⽉、作業船⼿配が0.5カ⽉それぞれ短縮

省人・省⼒効果 - -

精度向上 - -

業務の効率化 ⼊港時に写真撮影が必要 回航証明書の提出

その他 - 災害発生時の作業船調達の迅速化・効率化

施⼯

測量 出来形管理 施⼯管理 監督・検査

- - △ △

適⽤できる項目（段階）

1.5カ⽉
短縮

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

【発注者】

作業船の予定表サービス
（有料）を利⽤するか、各
社に直接問い合わせをする

【GPS+送信機】

【システム閲覧画面】

【気象海況情報】

【建設業者】

【発注者】

作業船の現在
位置や回航履
歴がリアルタイム
で確認できる

GPSが取得した作
業船の位置情報
や、気象会社から
取得した気象海況
情報をアップロード

設計にあたって
作業船の位置

が知りたい

1隻あたり年間
258,750円縮減

適⽤条件
以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①送信機の通信圏外にある状況ではリアルタイム
性は失われる（圏外時の位置情報は、通信圏内
に⼊るとまとめて送信される）

実施者 一般社団法人
全日本漁港建設協会
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本活⽤事例における対応事例として、以下の項目の概要を⽰す。詳細は別途「資料編」を参照。

活⽤事例の詳細

施⼯前

１．設計・積算

システムによる作業船の稼働予定・在場
情報の取得

施⼯後

２．作業船の回航

現場の声
○どこからでもインターネット上で作業船の位置をリアルタイムに確認することができ、遠隔地であっても⼊港予定時

刻や作業状況の管理を⾏うことができる。
○作業においての岸壁への接岸、離岸時刻を時系列で把握でき、作業⼯程全体の把握と残⼯事の把握がより確

実になり、作業効率化による生産性向上を実現してくれた。

実施フロー

【作業船航跡の表⽰】

【システムから出⼒した回航証明書】

精 算

（避難回航）

①「作業船位置・回航情報システムの活⽤(試⾏)について(通知)」 / ⻑崎県⽔産部漁港漁場課・港湾課, 平成29
年5⽉(漁港第99号・港湾第112号)

ICT活⽤の現状
【完成度】︓多くの作業船でGPS受信機は搭載されており汎⽤性がある。データ送信機は国内携帯電話回線を使⽤するもので、通信範囲は

広い。システムは総じて既存のハードウェア、ソフトウェアの組み合わせで成り⽴っており、完成度は⾼い。
【普及度】︓県全体でシステムを導⼊しているのは岩⼿県、⾼知県、⻑崎県の3県で、全国的に⾒ると普及は途上にある。また、⾃社保有作

業船の運航管理への活⽤に複数社が導⼊済である。
【標準化】︓システムが導⼊されている県については活⽤を奨励する通知が県より出ている。

設計に則って作業船を現場に回航

対応事例の概要
①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上

発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更） ・ なし

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施にあたって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

システム機器構成・仕様

台風等荒天が予想されるときには避
難回航

回航証明書で避難回航含む回航履
歴を確認、適正な回航費の精算

【位置情報の表⽰】

【気象海況情報の表⽰】

【使⽤機材】
汎⽤GPS受信機
データ送信機
クラウドサーバー
パソコン施 ⼯

航跡や当時
の気象海況
予報を証明
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維持管理
（点検、補修等）



従来の場合 ICT活⽤の場合 効果
費⽤縮減 40万円（1人当たり5万円/日として） 25万円（1人当たり5万円/日として） 15万円（4割）縮減
⼯期短縮 6日（現地2人×2日＋内業1人×4日） 3日（現地2人×2日＋内業1人×1日） 3日（5割）短縮

省人・省⼒効果 8人（現地2人×2日＋内業1人×4日） 5人（現地2人×2日＋内業1人×1日） 3人（4割）省人化
精度向上 － － 転記ミスの低減など

業務の効率化 － － 内業面で⾼い効率化

スマートフォンを活⽤した漁港
点検システムによる日常点検

実施者が管理する16漁港は下北エリア全域に点在しており、点検後のデータ整理に多大な労⼒を費やしている。これら
の負担軽減を目的として漁港点検システムの活⽤による業務の効率化を図った。

従来現地で⽤いていたデジタルカメラから専⽤アプリをインストールしたスマートフォンに持ち替え、施設の⽼朽化状況等を
撮影、記録したデータをその場で送信。データは専⽤サーバに蓄積、整理されるため、事務所でのデータ整理が簡略化さ
れ労⼒が大幅に削減された。スマートフォンや事務所でのPC操作も選択方式のため容易に取り扱えるシステムである。

現地調査は機器等がコンパクト化したものの、作業能⼒は従来⼿法と同程度である。一方、内業面は従来現地調査に
掛かる約2倍の4日程度を費やしていたのに対し、丸1日掛からず8割近い時間短縮など⾼い効果がみられた。

３４．⻘森県横浜漁港日常点検
件名 横浜漁港日常点検

実施者 ⻘森県下北地域県⺠局

⼯種 日常点検︓19施設
（総延⻑︓1,551.4m）

【現地】
デジタルカメラで変状撮影、野帳へコメントを記録

内業では
『8割』近い
縮減効果

活⽤事例の概要

技術活⽤の目的

活⽤事例の効果

活⽤技術の適⽤範囲
日常点検のほか、緊急点検（臨時点検）や不法投棄、不法係留など利⽤状況の管理にも適⽤可能。

【事務所】
デジタルカメラのデータをPCに取り込み、様式への
貼り付けおよび野帳へ記録したコメント等を⼊⼒

様式５ 様式６

【現地】
スマートフォンで変状撮影、
コメント⼊⼒後、送信

【事務所】
データを受信 し検索機能で必要項目
を選択後、出⼒機能で帳票を出⼒

データ蓄積

サーバ

適⽤できる項目（段階） 適⽤場所
調査 計画 設計 施⼯ 維持管理

測量 出来型管理 施⼯管理 監督・検査 点検 補修
△ × × × × × × ○ △

○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

陸上 海上 ⽔中
浅場 深場

○ ○ × ×

ICT活⽤従来

適⽤条件 以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①Android OSもしくはiOS（iPhone・iPad）以外のスマートフォンまたはタブレット
②インターネットに接続が困難な環境
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※「ID」と「パスワード」は管理者が発⾏

①⽔産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン／⽔産庁漁港漁場整備部，平成27年5⽉改定
②⽔産基盤施設機能保全計画策定の⼿引き／⽔産庁漁港漁場整備部，平成27年3⽉

現場ではスマートフォン、事務所ではPCにて漁港施設点検システムを起動させ、それぞれ簡易な操作により点検結果を整
理、出⼒することが可能なツールである。漁港毎、施設別にまとめて保管することで維持管理に役⽴てている。

【スマートフォン操作画面】

ICT活⽤の現状
【完成度】︓作業の効率化を向上させるツールとしては使い勝⼿も良く、第1回インフラメンテナンス大賞において農林⽔産大⾂賞を受賞しており

完成度は⾼い。ただし、日常点検としては点検項目を十分満たした機能とはいえず、改良が必要な段階のシステムといえる。
【普及度】︓一部の⾃治体では定期的な活⽤が⾒られるが、未活⽤の⾃治体が多く現状は途上の段階である。
【標準化】︓参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

実施フロー

①アプリから「漁港施設点検システム」を検索
②インストール（無料）
③個人情報の登録※

①スマートフォンの「漁港施設点検システム」を起動
②表⽰される右図の操作画面①〜⑪を順次操作

①「日常点検」を選択➡②撮影➡
③撮影方向を指定➡④対象施設を選択➡
⑤施設番号を選択（未⼊⼒可）➡
⑥調査位置を選択➡⑦⽼朽化状況を選択➡
⑧画像の追加（適宜）➡⑨コメント⼊⼒➡
⑩緊急報告（適宜）➡⑪データ送信

①PCの「漁港施設点検システム」を起動
②ログイン ※「ID」と「パスワード」⼊⼒
③蓄積データを受信
④表⽰される右図の操作画面⑫〜⑱を順次操作

⑫「日常点検」を選択➡⑬検索パネルをクリック➡
⑭パネルを適宜選択➡⑮検索条件をクリック➡
⑯帳票出⼒を選択➡
⑰出⼒パネルと撮影画像を適宜選択➡
⑱帳票出⼒

１．スマートフォンに専⽤アプリをインストール

４．日常点検結果

２．現地調査（日常点検）

活⽤事例の詳細

対応事例の概要
本活⽤事例における対応事例は、⾃前で実施のため特になし。

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施に当たって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

現場の声
○取り扱いが簡易でわかりやすいうえ、データ整理が非常に簡略化されたため負担が軽減され業務の効率化を図ることが

できた。今後、出⼒結果をガイドラインに記載のある様式5および様式6を満たす内容に改良されることを期待したい。
○現場では前回点検の結果と⾒⽐べて点検を⾏うため、前回点検の資料の取り扱い（持ち運び等）が大変である。本

システムの点検結果を次回点検時に⾒える化できるような機能があるとより便利に感じる。

サーバ

データ蓄積

①

②

⑩

③

⑤

④

⑥

⑦

⑧

⑨

⑪

⑫

⑯
⑮

⑭

⑰

⑱

⑬

漁港毎、施設別
にまとめて保管

３．データ整理

【PC操作画面】

【日常点検結果】

実施方法

①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上
発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更）・ なし
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UAVを活⽤した写真撮影
による漁港施設点検

⽴ち⼊り困難な沖防波堤、防波堤の沖側からの確認、および泊地への土砂堆積状況に対し、安全性の確保や業務の
効率化、さらには精度向上を目的として、容易に扱えるUAV（Unmanned Aerial Vehicle︓無人航空機）を活⽤
した点検を実施している。

漁港施設の日常点検、臨時点検にUAVを活⽤している。継続的に撮影することで漁港施設の変化が確認でき、施設
が被災した場合も一目瞭然の写真撮影が可能である。

３５．宮古市漁港施設点検

【１.①標定点設置】

【海上目視】

ICT活⽤従来

活⽤事例の概要

技術活⽤の目的

活⽤事例の効果

活⽤技術の適⽤範囲

件名 日常点検

実施者 宮古市産業振興部⽔産課漁港係

⼯種 漁港施設日常点検、臨時点検

【現地】
沖防波堤のため陸上アクセス不可。よって
遠方目視もしくは海上目視。

遠方目視

機器仕様
重 量 ︓2845g
対 角 寸 法 ︓581mm
最 大 風 圧 抵 抗 ︓10m/s
最 大 ⾶ ⾏ 時 間 ︓ 約 18 分

【UAV】 【現地】
⽴ち⼊り困難であった沖防波堤を空撮によ
り確認可能となった。

日出島漁港

職員による日常点検の範囲拡大に加え、⼯事検討箇所の状況および範囲における確認作業の簡便化。また、従前より
も海象状況に左右されない海上の漁港施設の点検の実施が可能となった。

日常点検のほか、緊急点検（臨時点検）や⼯事の施⼯状況確認、不法投棄など利⽤状況の管理にも適⽤可能。

適⽤できる項目（段階） 適⽤場所
調査 計画 設計 施⼯ 維持管理

測量 出来型管理 施⼯管理 監督・検査 点検 補修

○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △
○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

陸上 海上 ⽔中
浅場 深場

○ ○ △ ×

注）従来の事例データは未収集のため図写真は
イメージ

従来の場合 ICT活⽤の場合 効果

費⽤縮減 － － －

⼯期短縮 － － －

省人・省⼒効果 － － －

精度向上 遠方目視 空撮による近景からの確認 遠方から近景による精度向上

業務の効率化 傭船 UAV（所有） 点検範囲の拡大、海象条件の緩和
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令和2年1⽉末現在、操縦可能な職員は2名、UAV2台を保有している。漁港施設の維持管理として、日常点検や臨時
点検にてUAVを活⽤している。

ICT活⽤の現状

適⽤条件 以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

①強風や突風の恐れがある気象条件 ②写真が鮮明に撮れないなど暗い場合
③日差しが強く影部が鮮明に撮れない場合 ④草や木などで地面が覆われている場合

活⽤事例の詳細

対応事例の概要
本活⽤事例における対応事例は、⾃前で実施のため下記の③以外は特になし。

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施に当たって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

現場の声
○主に漁港の日常点検に利⽤している。また、⾼波浪時の状況写真撮影にも利⽤。
○漁港の整備計画の説明⽤、災害査定現地調査時の説明⽤に非常に役⽴っている。

【台風前後の沖防波堤の変化】

【被災したケーソンの状況】 【泊地への土砂堆積状況】

実施フロー

①準備
②空撮による状況確認
③適宜記録（動画、静止画）

①空撮データをPCへ移動
②記録の整理
③保管

１．現地

２．事務所

漁港毎、施設別
に整理して保管

①無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な⾶⾏のためのガイドライン／国土交通省航空局，令和元年8⽉
②無人航空機（UAV）を活⽤した⽔産基盤施設の点検の⼿引き／⽔産庁漁港漁場整備部整備課，平成31年3⽉

【完成度】︓使⽤機器のUAVは市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓使⽤機器のUAVは市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓漁港管理者として、UAVによる空撮についての規制や基準は設けていない。職員が使⽤する際は、国土交通省のUAVの⾶⾏につい

てのガイドラインを遵守して⾏っている。参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

【台風前】 【台風後】

実施状況

①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上
発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更）・ なし
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従来の場合 ICT活⽤の場合 効果

費⽤縮減 － － －

⼯期短縮 － － －

省人・省⼒効果 － － －

精度向上 遠方目視 空撮による近景からの確認 遠方から近景による精度向上

業務の効率化 傭船 UAV（所有） 点検範囲の拡大、海象条件の緩和

UAVを活⽤した漁港施設の
維持管理

事務所で管理する2漁港は、職員による日常点検において陸上目視では確認が困難な施設がある。これらの施設を職
員⾃らが確認可能とすることを目的に、UAV（Unmanned Aerial Vehicle︓無人航空機）を導⼊・活⽤することで
日常点検等、維持管理の範囲拡大を図った。

平成30年度にUAVを1台導⼊し、担当職員4名全員が操縦可能としたことで、これまで⽴ち⼊りが困難で十分な管理
が出来なかった沖防波堤等の施設について、上空からの日常点検や施⼯状況の確認等を可能とした技術である。

職員による日常点検の範囲拡大に加え、⼯事検討箇所の状況および範囲における確認作業の簡便化。また、従前より
も海象状況に左右されない海上の漁港施設の点検の実施が可能となった。

３６．京都府漁港維持管理
件名 舞鶴漁港、中浜漁港の日常管理

実施者 京都府⽔産事務所

⼯種 日常管理点検︓２漁港

【現地】
沖防波堤のため陸上アクセス不可。よって遠方目
視もしくは船舶による⽴ち⼊り。

活⽤事例の概要

技術活⽤の目的

活⽤事例の効果

活⽤技術の適⽤範囲
日常点検のほか、緊急点検（臨時点検）や⼯事の施⼯状況確認、不法投棄など利⽤状況の管理にも適⽤可能。

【UAV】

適⽤できる項目（段階） 適⽤場所
調査 計画 設計 施⼯ 維持管理

測量 出来型管理 施⼯管理 監督・検査 点検 補修

○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △
○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

陸上 海上 ⽔中
浅場 深場

○ ○ △ ×

ICT活⽤従来

遠方目視

遠方目視困難

機器仕様
重 量 ︓320g
サイズ ︓224×67×65mm（収納時）

175×240×65mm（⾶⾏時）
最 大 風 速 抵 抗 ︓50km/h
最 大 ⾶ ⾏ 時 間 ︓25 分
最大速度（⽔平⾶⾏）︓15.3m/s
最大速度（垂直⾶⾏）︓4m/s
最大操作可能範囲︓4km
（コントローラ使⽤時）
上昇限度︓海抜4500m

【空撮画像】
⽴ち⼊り困難であった沖防波堤を
空撮により確認可能となった。

沖防波堤 沖防波堤

沖防波堤

中浜漁港

P 71



①無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な⾶⾏のためのガイドライン／国土交通省航空局，令和元年8⽉
②無人航空機（UAV）を活⽤した⽔産基盤施設の点検の⼿引き／⽔産庁漁港漁場整備部整備課，平成31年3⽉

取り扱いが簡便であり、かつ折り畳み機能によりコンパクトに収納可能なため現場への持ち運びが非常に便利。撮影画像も
鮮明なため近景としての施設状況確認が可能であり、海象状況によっては⽔域施設等の土砂堆積状況も確認できる。

【日常点検での活⽤状況】

ICT活⽤の現状
【完成度】︓使⽤機器のUAVは市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓使⽤機器のUAVは市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓漁港管理者として、UAVによる空撮についての規制や基準は設けていない。職員が使⽤する際は、国土交通省のUAVの⾶⾏につい

てのガイドラインを遵守して⾏っている。参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

実施フロー

適⽤条件 以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。

その他機能

①準備
②空撮による状況確認
③適宜記録（動画、静止画）

①空撮データをPCへ移動
②記録の整理
③保管

１．現地

２．事務所

活⽤事例の詳細

対応事例の概要
本活⽤事例における対応事例は、⾃前で実施のため下記の③以外は特になし。

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施に当たって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

現場の声
○取り扱いが簡易で扱いやすいこともあり、操作できる4名ともに特別な訓練や日々の訓練も⾏っていない。実践＝訓練と

いう状況である。緊急時においても迅速な対応が期待できる。
○⽐較的海象状況に左右されず、点検の実施が可能である。状況により土砂の堆積状況も確認可能である。また、⼯

事の施⼯状況確認でも利⽤価値が⾼い。

【⼯事の施⼯状況確認での活⽤状況】

①強風や突風の恐れがある気象条件 ②写真が鮮明に撮れないなど暗い場合
③日差しが強く影部が鮮明に撮れない場合 ④草や木などで地面が覆われている場合

漁港毎、施設別
に整理して保管

本機種は折り畳みによる収
納が可能でコンパクトなため
持ち運びが非常に便利。

【収納サイズ】
224×67×65mm

実施状況

①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上
発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更）・ なし
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機器仕様
重 量︓3290g
最大離陸重量︓4000g
最大⾶⾏時間︓27 分
最大速度︓94km/h
最大速度（上昇）︓5m/s（P/Aモード）

6m/s（Sモード）
最大速度（下降）︓4m/s
運⽤限界⾼︓2500m（標準プロペラ）

5000ｍ（⾼地⽤プロペラ）
動作環境温度︓-20〜40°C

従来の場合 ICT活⽤の場合 効果
費⽤縮減 － － －

⼯期短縮 － － －

省人・省⼒効果 － － －

精度向上 遠方目視 空撮による近景からの確認 遠方から近景による精度向上

業務の効率化 傭船 UAV（所有） 点検範囲の拡大、海象条件の緩和

UAVを活⽤した港湾施設の
維持管理点検

相馬港は広域なうえ沖防波堤や離岸堤など陸上からのアクセスが困難かつ労⼒を要する。これらの施設に費やす職員の
点検労⼒の軽減および維持管理の範囲拡大を目的に、UAV（Unmanned Aerial Vehicle︓無人航空機）の導
⼊・活⽤に取り組んだ。

これまで⽴ち⼊りが困難で十分な管理が出来なかった沖防波堤等の施設について、上空からの日常管理点検や施⼯状
況の確認等を可能とした技術である。

職員による点検の範囲拡大に加え、⼯事進捗等の説明資料、広報資料等の業務の効率化にも貢献。また、従前よりも
海象状況に左右されない海上施設の点検の実施が可能となった。

３７．福島県港湾施設の日常管理
件名 相馬港の日常管理

実施者 福島県相馬港湾事務所

⼯種 日常管理点検︓1港

【現地】
沖防波堤のため陸上アクセス不可。よって遠方目
視もしくは船舶による⽴ち⼊り。

活⽤事例の概要

技術活⽤の目的

活⽤事例の効果

活⽤技術の適⽤範囲
日常管理点検の他、緊急点検（臨時点検）や⼯事の施⼯状況確認、不法投棄など利⽤状況の管理にも適⽤可能。

【UAV】

適⽤できる項目（段階） 適⽤場所
調査 計画 設計 施⼯ 維持管理

測量 出来型管理 施⼯管理 監督・検査 点検 補修

○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △
○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

陸上 海上 ⽔中
浅場 深場

○ ○ △ ×

遠方目視

【空撮画像】
⽴ち⼊り困難であった沖防波堤や
離岸堤、労⼒を要する延⻑距離の
⻑い防波堤などを空撮により確認
可能となった。沖防波堤

消波堤

相馬港

従来 ICT活⽤
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①無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な⾶⾏のためのガイドライン／国土交通省航空局，令和元年8⽉
②無人航空機（UAV）を活⽤した⽔産基盤施設の点検の⼿引き／⽔産庁漁港漁場整備部整備課，平成31年3⽉

取り扱いが簡便であり、操作性も良い。撮影画像も鮮明なため近景としての施設状況確認が可能であり、海象状況によっ
ては⽔域施設等の土砂堆積状況の確認にも活⽤できる。

【遠距離から港全体の状況確認に活⽤】

ICT活⽤の現状
【完成度】︓使⽤機器のUAVは市販品であり完成度は⾼い。
【普及度】︓使⽤機器のUAVは市販品であり普及度は⾼い。
【標準化】︓漁港管理者として、UAVによる空撮についての規制や基準は設けていない。職員が使⽤する際は、国土交通省のUAVの⾶⾏につい

てのガイドラインを遵守して⾏っている。参考とした基準類および現時点での参考図書は以下のとおり。

実施フロー

適⽤条件

①準備
②空撮による状況確認
③適宜記録（動画、静止画）

①空撮データをPCへ移動
②記録の整理
③保管

１．現地

２．事務所

活⽤事例の詳細

対応事例の概要
本活⽤事例における対応事例は、⾃前で実施のため下記の③以外は特になし。

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施に当たって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

現場の声
○⽴ち⼊り困難な施設を労⼒を掛けずに点検可能で導⼊効果はとても⾼い。
○⼯事進捗等の説明資料、広報資料等、点検以外でも役⽴っている。

【⽴ち⼊り困難な防波堤や離岸堤での活⽤状況】

①強風や突風の恐れがある気象条件 ②写真が鮮明に撮れないなど暗い場合
③日差しが強く影部が鮮明に撮れない場合 ④草や木などで地面が覆われている場合

施設別に整理す
る等して保管

実施状況

①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上
発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更）・ なし

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。
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従来の場合 ICT活⽤の場合 効果

費⽤縮減 － － －

⼯期短縮 往復2時間＋詳細状態の確認時間 Web監視による画面上での確認時間 1回の異常時で2時間以上の時間短縮効果

省人・省⼒効果 往復2時間の⾞両運転の労⼒ 通常時とほぼ同等 ⾞両運転削減による省⼒効果

精度向上 定期監視（巡回） 常時監視 常時監視による早期発⾒や予防保全が可能とな
ることによる維持管理精度の向上

業務の効率化 － － 異常発生時の迅速で正確な対応が可能となり効
率化の効果は⾼い

Web監視システムを活⽤した
集落排⽔施設の維持管理

当局が管理する集落排⽔施設は⻑崎市南部に位置しており、常駐場所から⾞で1時間程度の距離にある。異常等の
発生時には迅速な対応が困難であり改善が必要であった。このため緊急時において迅速な対応を可能とすることを目的に、
遠隔監視ができるWeb監視装置を導⼊した。

従来は異常発生時に通報装置より警報（故障）の連絡が電話（メール）であったものの、現場まで⾏かないと詳細な
状態が把握できなかった。本システムの導⼊により、どこにいてもスマートフォンやPC等で施設の状態監視を可能とした。

本システムは漁業集落排⽔処理施設とマンホールポンプについて導⼊している。導⼊目的である異常発生時に迅速で正
確な対応が可能となった効果は大きい。

３８．⻑崎市漁業集落排⽔の遠隔監視
件名 漁業集落排⽔施設の緊急対応

実施者 ⻑崎市上下⽔道局

⼯種 終末処理場︓3地区

活⽤事例の概要

技術活⽤の目的

活⽤事例の効果

活⽤技術の適⽤範囲
専⽤のシステムのため、漁業集落排⽔処理施設とマンホールポンプの適⽤に限る。

適⽤できる項目（段階） 適⽤場所
調査 計画 設計 施⼯ 維持管理

測量 出来型管理 施⼯管理 監督・検査 点検 補修

△ ○ × × × × × ○ △
○︓基準類、実績あり適⽤可能 △︓基準類はないが状況に応じて適⽤可能 ×︓現時点では困難

陸上 海上 ⽔中
浅場 深場

○ × △ ×

従来 ICT活⽤
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Web画面上で運⾏履歴、警報履歴、トレンドグラフ等が確認できる。また、処理フロー画面においても、どの機器で警報が
出ているかが確認できる。

【管理地図画面】

ICT活⽤の現状
【完成度】︓本システムは2013年、国土交通省「下⽔道ICT活⽤検討会」において、ICT成功事例として紹介されており完成度は⾼い。
【普及度】︓本システムは2000年の発売以来、上下⽔道をはじめ全国の⽔関連施設で470⾃治体、13,000施設で採⽤実績があり普及度は

⾼い（2020年1⽉現在）。
【標準化】︓規制や基準は特にない。

現場と常駐場所との関係

適⽤条件

タブレット・スマートフォン

⽚道1時間（⾞両）
➔ 移動不要︕

活⽤事例の詳細

対応事例の概要
本活⽤事例における対応事例は、⾃前で実施のため特になし。

①【評価方法】︓発注段階における受注者提案、⼯事、業務成績に対する評価等
②【設計図書記載例】︓⼊札説明書や特記仕様書等への記載例
③【各種基準・要領】︓参考、必要となる積算やガイドライン等、設計図書。実施に当たって使⽤した他省庁の資料等
④【経費の計上】︓発注者側の経費計上の有無、計上額。または受注者との協議による計上結果等

現場の声
○いつでも、どこにいてもスマートフォンで施設の状態が監視可能となり、異常発生時においても直接現場に⾏かなくても確

認できるので、業務の効率性が非常に⾼まった。

システムメニュー

【処理フロー画面】

①インターネットに接続が困難な環境

常駐場所

現場

【状態表⽰画面】
外出先から現場の状況を把握、

遠隔操作で施設を管理。警報メー
ルの内容で事前に緊急性などを判
断できるほか、関係者へ一⻫送信
されるため複数の人数で連携した対
応が可能。
休日問わず24時間どこにいても対

応可能なため異常発生時には特に
有効。

①評価方法 ②設計図書記載例 ③各種基準・要領 ④経費の計上
発注段階 ・ 成績 ・ なし あり ・ なし あり ・ なし 発注者（当初 ・ 変更）・ なし

以下の条件では適⽤が困難なため留意が必要。
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設計図書

  設        計        図          書

平成 29 年度施行

                  小樽建設管理部

　　神恵内漁港（珊内地区・川白地区）機能保全工事計画策定

（特記仕様書・位置図・工事数量総括表）

29-11-13-0096-0

公　　　　共
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特 記 仕 様 書

1

特 記 仕 様 書

20　　　 一般事項
01　　　 適用
01 共通仕様書

　当該業務は、『北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書』（以下「共通仕様書」という。）に基づき履行すること。

03 土木工事積算基準等
１　当該業務の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
      「土木事業委託積算基準」、「土木工事積算基準（下水道編）」、「土木工事工種体系化の手引き」、「下水道工事工種体系化の
　　　　手引き・数量算出要領」

（２）漁港工事
      「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

２　「土木事業委託積算基準」、「土木工事積算基準（下水道編）」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき
　次のとおり扱っている。
    当該業務における作業項目については、各積算基準で定める作業区分により、必要な項目を計上している。

３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」及び「下水道工事工種体系化の手引き・数
　量算出要領」において定めている事項については、設計図書の規格・摘要欄に明示している。

４　「北海道における総合評価方式のガイドライン」、「工事技術的難易度評価表」において定めている諸基準に基づき作成すること。

04 概数
１　「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項（レベル４）の履行に当たっては、業務計画書等提
　　出時に業務担当員と協議し、数量の確認ができない場合を除き、数量を確定し業務着手すること。

２　履行前に数量を確定した後、設計変更する。

05 非契約数量
　業務数量総括表の単位及び数量が（　）で表記されている数量（摘要を含む）は、契約事項とならない数量である。
　ただし、契約数量に連動して概数の確定や現場条件変更等が生じた場合には、必要に応じて設計変更する。
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特 記 仕 様 書
02　　　 個別事項
01 目的

１　測量業務
    当該業務は、神恵内漁港（珊内地区・川白地区）機能保全工事の計画策定に必要な漁港施設の重点項目調査を行う業務である。

２　設計業務
    当該業務は重点項目調査結果等に基づき、神恵内漁港（珊内地区・川白地区）施設の最適な対策工法・施工方法を選定し機能
　保全計画書を作成する業務である。

02 土木工事数量算出要領
　当該業務において、数量の算出を行う場合は次によること。また、これに定めのない事項については、業務担当員と協議すること。
１　一般土木工事
  「土木工事数量算出要領」

２　漁港工事
  「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

３　下水道工事
  「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

03 CALS/EC
１　電子納品
（１）当該業務は、北海道建設部制定の「情報共有・電子納品運用ガイドライン（業務編）」（以下「ガイドライン」という。）に基づ
　　き、業務書類を電子成果品で納品する業務である。
（２）電子納品の対象書類は、「ガイドライン」を参考にして業務担当員との協議により決定すること。
２　要領・基準
    電子納品は、「ガイドライン」に基づき実施するほか、特に記載のない事項については国土交通省の各規程類等によること。
３　電子納品実施に伴う環境整備
（１）受託者は、電子納品の実施にあたり、必要なハード環境及びソフト環境を保有すること。
（２）受託者は、当該業務の契約締結後「ガイドライン」に基づき、「着手時の協議チェックシート」により利用ソフトや、電子納品対
　　　象書類等について業務担当員と協議すること。
４　成果品
（１）当該業務の電子納品対象書類は、電子媒体（CD-R等）により１部を電子成果品保管帳に格納して提出すること。
      なお、詳細については「ガイドライン」によること。
（２）電子納品対象書類以外の書類については、北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書により提出すること。
５　その他
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（１）電子納品及び情報共有の実施にあたり疑義が生じた場合は、業務担当員と十分協議すること。
（２）「情報共有・電子納品運用ガイドライン」は、北海道建設部建設政策局建設管理課ホームページに公表をしている。
       （http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/gkn/kouji/cals/index.htm）

07 積算起点
　積算起点は次のとおりとする
　　１　積算起点：札幌市
　　２　設計協議：積算起点（札幌市）～共和出張所（片道距離９５ｋｍ）
　　３　本部設計協議：積算起点（札幌市）～小樽建設管理部（片道距離３６ｋｍ）
　　４　設計箇所：積算起点（札幌市）～現場（片道距離１２２ｋｍ）

03　　　 業務打合せ
03 設計業務

　当該業務の打合せは、次のとおり予定している。
　また、中間打合せ２回のうち１回（下記の中間打合せ２回目の履行段階）については、当該事業担当課（治水課）の職員も含めた打合
せを行うことを予定している。
　なお、打合せ回数に変更が生じた場合には、委託者と受託者との協議により設計変更する。
　ただし、受託者の都合により申し出のあった打合せについては設計変更の対象外とする。
１　第１回打合せ
（１）打合せを実施する履行段階：業務計画書作成時
（２）打合せ場所（住所）：小樽建設管理部共和出張所（岩内郡共和町老古美８３番地）

２　中間打合せ（１回目）
（１）打合せを実施する履行段階：現地調査結果の整理後＝７月下旬頃
（２）打合せ場所（住所）：小樽建設管理部共和出張所（岩内郡共和町老古美８３番地）

３　中間打合せ（２回目）
（１）打合せを実施する履行段階：対策工法の検討後＝１０月上旬頃
（２）打合せ場所（住所）：小樽建設管理部（本部）（小樽市奥沢１丁目２１番地１号）

４　成果品納入時
（１）打合せを実施する履行段階：成果品納入時
（２）打合せ場所（住所）：小樽建設管理部共和出張所（岩内郡共和町老古美８３番地）

５　留意事項
　　第１回打合せ及び中間打合せを行う際は、業務担当員に実施状況等を記載した「工程表」を提出すること。
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    事業担当課との中間打合せを行う際は、事前に業務担当員と打合せ内容と確認事項等について整理しておくこと。なお、委託者の都
　合により、事業担当課との中間打合せ場所や回数に変更が生じた場合は、別途協議するものとする。
    また、事業担当課との中間打合せの結果は、打ち合わせ簿に「事業担当課との中間打合せ結果」と明記し、打合せを行った事業担当
　課職員の所属・職・氏名を記載すること。
    さらに、業務担当員を通じて事業担当課職員の確認（署名または押印）を必ず受けること。

04 設計条件打合せ簿の使用
１　当該業務における設計条件の設定については、「設計条件打合せ簿」を使用すること。
    なお、「設計条件打合せ簿」に記載の無い事項については、「打ち合わせ簿」を用いて行うこと。

２　「設計条件打合せ簿」については、北海道建設部建設政策局建設管理課のホームページから入手すること。
    (http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/gkn/itaku/sekkeijoukenuchiawasebo.htm)

04 提出成果品
01 測量業務

　提出成果品は、次のとおりとする。
報告書　：１式（電子媒体1式、製本1部）

17 設計業務
　提出成果品は、次のとおりとする。

報告書　：１式（電子媒体1式、製本1部）

業務条件明示
１．全般
01)業務内容については、業務担当員と十分打合せを行うこと。

02)他に疑義が生じた場合は、業務担当員と協議を行い指示を受けること。

２．機能保全計画書作成
01)調査に当たっては、関係機関（神恵内村役場等）と調査時期、調査方法等について事前に協議を行うこと。
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　02)現地調査（重点項目）結果より、新たな調査（詳細調査など）の追加について必要性が認められた場合には、設計変更で対応する
　　 ため別途業務担当員と協議すること。

　03)対策工法の検討におけるシナリオ数及び比較断面は、現地調査結果を踏まえた上で決定する。ただし、当初設計では下記対策断面
　　 を想定し、「設計計算」を計上している。対策工法のシナリオ数の変更及び新たな設計計算が必要となった場合には業務担当員と
　 　別途協議すること。

■珊内地区における対策工法の検討＜想定＞
施設名 シナリオ数 設計計算

新西防波堤 Ｎ＝２　＜原形打直し・全更新＞ －
西護岸 Ｎ＝２　＜腹付・全更新＞ Ｎ＝１断面（コンクリート単塊式）
南護岸 Ｎ＝２　＜腹付・全更新＞ Ｎ＝１断面（コンクリート単塊式）
船揚場 Ｎ＝２　＜先端止壁打直し・全更新＞ Ｎ＝１断面（コンクリート単塊式）

■川白地区における対策工法の検討＜想定＞
施設名 シナリオ数 設計計算

西外防波堤 Ｎ＝２　＜消波工復旧・全更新＞ －
西防波堤 Ｎ＝２　＜腹付・全更新＞ Ｎ＝１断面（コンクリート単塊式）
新西防波堤 Ｎ＝２　＜消波工復旧・全更新＞ －
-3.0ｍ岸壁 Ｎ＝２　＜打直し・全更新＞ Ｎ＝１断面（コンクリート単塊式）

　04)当該業務の他に、下記業務において神恵内漁港（本港地区）及び神恵内漁港（赤石地区）の漁港施設について機能保全計画の策定
　　を実施する予定であるため、『神恵内漁港機能保全計画書』の提出期限等については、別途業務担当員に確認すること。

業務名：神恵内漁港（本港地区・赤石地区）機能保全工事計画策定
入札日：平成２９年６月１日予定
業務期間：平成２９年６月７日～平成３０年３月９日予定

　05)測量業務における安全費は、その他２．５％を適用している。



概数として扱う数量一覧表

業務名

　　　　陸上調査及び海上調査

m2

今回数量

        1

　　　　水中目視観察

業務委託料

目 4項目

業　種

目 3項目

m2

概数

　　　重点項目[珊内・船揚場]

- 1 -

　　　重点項目[珊内・西護岸]

        1

m2

　漁港施設機能保全計画書作成

概数

測量業務項　目
数量増減

　　　

港内水域 影響なし 普通 被度３
m2

式　

式

　　　　

        1

　　

目 4項目

前回数量

    1,507

    1,085

目 4項目 ２名船員

        1

０％以下 ３～５ｍ

単位

概数
　　　　

　　　重点項目[珊内・南護岸]

　　　

　　　　

      742

　　　　陸上調査及び海上調査 陸上調査 港内水域 影響なし 1項

式

目 4項目

規格

    2,625

概数

 

m2

　　　　陸上調査及び海上調査
m2

　　　　

式

海上調査 港内水域 影響なし 1項

陸上調査 港内水域 影響なし 1項

        1
　　　

        1

概数

項目・工種・種別・細別

　　　　陸上調査及び海上調査

摘要

　　　　陸上調査及び海上調査

概数として扱う数量一覧表

　　　

概数

　　　重点項目[珊内・新西防波堤]

　　　　

      687

　　現地調査

        1

当初

式

陸上調査 港内水域 影響なし 1項

　　　　

測量業務

式

29-11-13-0096-0

      263

陸上調査 港内水域 影響なし 1項

神恵内漁港（珊内地区・川白地区）機能保全工事計画策定

式



　　　　水中目視観察

陸上調査 港外水域 影響なし 2項

陸上調査 港内水域 影響なし 1項

業務名

概数

　　　　陸上調査及び海上調査

m2

今回数量

０％以下 ３ｍ未満

式

業務委託料

      479

業　種

　　　重点項目[川白・-3.0m岸壁]

目 4項目

目 4項目 ２名船員

０％以下 ３ｍ未満

    1,652

概数

　　　　水中目視観察

式

概数

        1

　　　重点項目[川白・西外防波堤]

　　　

    2,829

海上調査 港外水域 影響なし 2項

      170

測量業務

概数

項　目

港内水域 影響なし 普通 被度３
数量増減

　　　　陸上調査及び海上調査

　　　　陸上調査及び海上調査

m2

概数

式

港内水域 影響なし 普通 被度３

　　　

目 4項目

前回数量

０％以下 ３～５ｍ

　　　　

海上調査 港外水域 影響なし 2項

　　　　

    1,415

単位

概数
　　　　

目 4項目 ２名船員

　　　　

m2

　　　　陸上調査及び海上調査

規格

　　　

概数

目 4項目 ２名船員

概数

港外水域 影響なし 普通 被度３

　　　　陸上調査及び海上調査

 

m2

    1,005

m2

      546

　　　　水中目視観察

式

m2

    2,809

        1

        1

　　　　

項目・工種・種別・細別

      504

- 2 -

海上調査 港内水域 影響なし 1項

摘要

　　　

概数として扱う数量一覧表

概数

　　　　

　　　重点項目[川白・新西防波堤]

陸上調査 港外水域 影響なし 2項
目 4項目

当初

　　　　 m2

m2

　　　重点項目[川白・西防波堤]

        1

　　　　

　　　　陸上調査及び海上調査

　　　　

m2

29-11-13-0096-0

神恵内漁港（珊内地区・川白地区）機能保全工事計画策定



        1

業務名

概数

今回数量

        1

式

業務委託料

　　　　水中目視観察

業　種

      721

100km以上 150km未満 1台 計上し

概数

km

概数

　　　

点

2㎞以上 12.5㎞未満 1台 計上し

      266

測量業務

概数

　　　　陸上調査及び海上調査

項　目
数量増減

　　直接経費

補 測量補助員1人 10日 1人 1日 

        0.2

目 4項目

漁港：測量(B1～B8)100km以上 15

        2

100km以上 150km未満計上しない

ない 計上しない漁港：測量(B1～

　　

式

海上調査 港内水域 影響なし 3項

往復

　　　　現地滞在のための旅費

　　　　基準点設置

　　　機械損料

　　　　陸上調査及び海上調査

式
　　　旅費交通費

前回数量

　　　　

　　　　写真整理

港内水域 影響なし 普通 被度３

陸上調査 港内水域 影響なし 3項

　　　　

単位

概数
　　　　

　　　

　　　　

概数

　　　　乗り込み・引き上げのための交通費

ない漁港：測量(B1～B8)

測量助手測量補助員

規格

概数

 

　　　　

式

m2

０％以下 ３ｍ未満

B8)

測量主任技師測量技師測量技師補

km

m2

％

        1

        1

        1

　　　　

概数

      645

項目・工種・種別・細別 摘要

概数として扱う数量一覧表

概数

　　　　

日

　　　

当初

目 4項目 ２名船員

　　　　

　　　　

m2

- 3 -

雑材料：(直人費＋労務費)×17.1

　　　　現地撮影作業

        0.2

　　　ラジコンヘリ空撮[川白]

　　　　外業に伴う交通費（滞在）

測量主任技師 測量技師 測量技師

       10

        1

29-11-13-0096-0

　

神恵内漁港（珊内地区・川白地区）機能保全工事計画策定

式

m-takeda
長方形



業務名

今回数量

        1

業務委託料業　種

漁港施設機能保全計画書作成

　　　ラジコンヘリ画像解析[川白]

km

　　　　図面作成

        1
　漁港施設機能保全計画書作成

測量業務

概数

項　目
数量増減

km

        0.2

式

        0.2

式

式

　　　　図面作成

　　

　　　

枚

枚

前回数量

　　　　

　　　図面作成[珊内]

        1

単位

概数
　　　　

　　　　

        1

規格

　　　図面作成[川白]
概数

　　漁港施設機能保全計画書作成

 

　　　　画像解析
　　　　

　

式

　　　　図面作成
km

        1
　　　

        4

        1

概数

項目・工種・種別・細別 摘要

　　　

概数として扱う数量一覧表

概数

        4

当初

        0.2

- 4 -

　　　　

式

29-11-13-0096-0

　　　　撮影機器搭載RCヘリコプター

神恵内漁港（珊内地区・川白地区）機能保全工事計画策定

式

m-takeda
長方形



位置図

位               置               図

29-11-13-0096-0



地図の出典先：国土地理院

位　　　　　置　　　　　図
業務名 神恵内漁港（珊内地区・川白地区）機能保全工事 計画策定
業務箇所 古宇郡神恵内村 大字珊内村
範囲 起　点 北緯 43 度 11 分 49 秒 東経 140 度 20 分 42 秒 終　点 北緯 43 度 13 分 9 秒 東経 140 度 19 分 30 秒
※業務箇所の住所については業務起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。 図面は上が北です

＜凡例＞
旗揚線

業務箇所

業務箇所塗り（丸印が起点）

表示情報（表示している情報は■）
■ 業務箇所・業務範囲
□ その他

備　考

業務箇所

業務箇所

本部打合せ
　（小樽市）

　打合せ
（共和出張所）

積算起点
（札幌市）



地図の出典先：国土地理院

位　　　　　置　　　　　図
業務名 神恵内漁港（珊内地区・川白地区）機能保全工事 計画策定
業務箇所 古宇郡神恵内村 大字珊内村
範囲 起　点 北緯 43 度 11 分 49 秒 東経 140 度 20 分 42 秒 終　点 北緯 43 度 13 分 9 秒 東経 140 度 19 分 30 秒
※業務箇所の住所については業務起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。 図面は上が北です

＜凡例＞
旗揚線

業務箇所

業務箇所塗り（丸印が起点）

③業務箇所の住所は、用地図や平面図から起点左側付近の住所を代表住所として記載する。

図面範囲

入力範囲

固定範囲

印刷範囲外 表示情報（表示している情報は■）
■ 業務箇所・業務範囲
□ その他

備　考

業務箇所

業務箇所：
　神恵内漁港（珊内地区）

業務箇所：
　神恵内漁港（川白地区）
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２．衛星画像解析技術を活用した藻場分布調査 
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平成３０年度 水産環境整備事業 能登・内浦地区 

 藻場保全・創造・活用調査業務委託 仕様書 

 

１ 目的 

藻場は、海域において豊かな生態系を育む機能を有し、水産生物の生育にとって非常に重要な

役割を有していることから、水産資源の回復を図るためには藻場の保全・創造・活用を推進する

ことが重要である。このため、広域的な視点を持ち、ハード・ソフト対策が一体となった、実効

性のある効率的な藻場の保全・創造・活用対策を推進するため、その基礎となる能登・内浦地区

の藻場分布調査をする必要がある。 

本調査においては、本県能登・内浦地区の海域における藻場の分布状況を、衛星画像の解析、

および現地調査から把握し、能登・内浦地区の藻場保全・創造・活用対策に資する基本資料を策

定することを目的とする。 

 

２ 業務の履行期間 

契約締結の日から平成３１年３月２０日まで 

 

３ 業務内容 

本事業は次により実施することとする。 

 

（１） 調査の範囲 

   別図のとおり 

 

（２） 調査の内容 

① 藻場分布調査計画作成 

平成３０年度石川県藻場保全・創造・活用調査業務委託における調査実施に係る計画を作成す

る。 

 

業  務  内  容  

① 藻場分布調査計画作成 １式 

② 衛星画像解析・藻場抽出 １式 

③ 補完データ（現地調査等）の収集 １式 

④ 藻場マップ（ＧＩＳ）作成 １式 

⑤ 打合せ協議 ３回 

⑥ 報告書作成 報告書・ＣＤ－Ｒ各２部ずつ 

m-takeda
長方形
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② 衛星画像解析・藻場抽出 

藻場の分布状況及び構成する海藻種（ガラモ、アラメ、アマモとその他の小型海藻等）を把握

するため、過去に調査された能登・内浦地区の藻場分布等に関する調査報告等を貸与し、これら

資料、現地調査結果および今回取得する能登・内浦地区の衛星画像から藻場の抽出を行うものと

する。 

１）衛星画像購入では、過去３年以内に撮影された藻場繁茂期(春期)の雲量が少なく海水透明度

の高い画像を選定し、購入するものとする。衛星写真の解像度は５ｍ以下とする。 

２）衛星画像解析では、購入した衛星画像に放射量補正(大気補正・水柱補正)を実施する。また、

解析精度を高めるマスク処理等を実施し、藻場マップ作成に適した画像を作成するものとする。  

３）補正した衛星画像を画素ごとに藻場の有・無に分類して抽出を行う。 

 

③ 補完データ（現地調査等）の収集 

衛星画像解析と並行して、補完を目的とし、現場における聞き取り及び現地調査を行い、特定

された藻場の位置情報の精度を向上させる。 

１）現地調査 

（ア）聞き取り調査：現地において必要に応じ聞き取りを行う。 

 

（イ）スポット調査：調査船及びＧＮＳＳ測位装置、ケーブル式水中カメラ、箱メガネ等を使

用し、調査点の緯経度・水深・藻場の種類毎の被度・底質の把握を行う。調査点は１２０点。

調査地点の配置は画像解析に資する配置とするが、基本的に岸部より沖方向にライン状に配

置する。 

 

(ウ)ライン調査：スポット調査と同様に、藻場判読手法の検討資料とすることを目的に、サイ

ドスキャンソナー等を用いて面的な底質判読を行うものとする。この調査の範囲・数量は代

表 3箇所(２００×５００ｍを３箇所)以上とする。 

 

（エ）現地調査結果整理：各調査点及び調査ラインにおける調査結果は、大型海藻分布（主要

構成種）・分布する水深帯・被度・底質を記録・整理し、同時に撮影記録及び計測データを整

理する。 

 

２）実施時期 

現地調査は能登・内浦地区の海藻（主に多年生ホンダワラ類）を対象とし、８月下旬から 

１０月下旬に実施するものとする。 

 

m-takeda
長方形
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④ 藻場マップ（ＧＩＳ）作成 

現地調査で取得した結果を整理し、衛星画像解析により画素毎に「大型海藻藻場（ガラモ場、

アラメ場、アマモ場）」と「その他の藻場（小型海藻 等）」に藻場タイプを区分し、とりまとめた

藻場マップを作成する。 

また、調査対象海域の藻場面積を藻場タイプごとに算出する。 

藻場マップについてはＧＩＳデータも作成する。対応するＧＩＳソフトについては協議して決

定する。 

 

⑤ 打合せ協議 

本業務の遂行に必要な打合せ協議は、業務の着手時、中間（調査開始後半期を目処）、成果品納入

時の計３回以上行う。業務の着手時及び成果品納入時には、業務を担当した技術者が立ち会うもの

とする。 

 

⑥ 報告書作成 

   図表などを用いて分かり易く報告書をとりまとめる。また、併せて報告書の概要版も作成する

ものとする。 

 

４ 関連資料の貸与 

１）本事業の実施にあたり、別表の関連資料を貸与できる。貸与に当たっては所定の申請を行う

こと。 

２）貸与された資料については、厳重な管理を行い、本事業の完了時に返却すること。 

 

５ 関係資料の閲覧等 

貸与することができる本事業に関連する資料については、入札公告期間中に限り、石川県水産

課にて閲覧可能とする。 

なお、閲覧時間は行政機関の休日を除く９：００～１７：００（ただし、１２：００～１３：

００の間は除く。）とし、閲覧希望する場合は閲覧希望日の前日までに石川県農林水産部水産課

担当者に連絡すること。 

 

６ 成果品 

成果品及び納入場所は以下のとおりとする。 

（１）成果品 

   ①藻場マップ（縮尺は１０万分の１程度とする）２部及びＧＩＳデータを記録したＣＤ－Ｒ 

２枚。 

   ②調査報告書及びその概要版を各２部並びにＰＤＦファイルを記録したＣＤ－Ｒ２枚。 
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（２）納入場所 

石川県農林水産部水産課漁港漁場整備室漁場グループ（石川県庁１４階） 

 

７ その他 

1） 受注者は、事業の進行状況等を定期的に報告するほか石川県農林水産部水産課の求めに応じ

て報告を行うものとする。 

2） 事業目的を達成するために、石川県農林水産部水産課担当者は、事業の進行状況等に関して

必要な指示を行えるものとし、受注者はこの指示に従うものとする。 

3） 受注者は、本事業の実施にあたって再委託を行う必要が生じたときは、事前に石川県農林水

産部水産課と協議を行い、承認を得るものとする。 

4） 受注者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約終了

後においても外部に漏らしてはならない。成果利用に関する取り決めは石川県水産課と協議

の上、決定する。 

5） 事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたとき

は、石川県農林水産部水産課と受注者が協議を行うものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 

 

３．ナローマルチビームとレーザースキャナーを活用した 

現況測量 

 

  





業務番号 第 号

青森県 地先

三八地域県民局　地域農林水産部

三戸郡

平成　２８　年度

三八地区（小舟渡漁港）水産物供給基盤機能保全事業　測量業務委託

2230-6

特記仕様書

繰機保測

階上町大字道仏

  ( 上記日数には、土日及び祝祭日は含まれません。)　

　なお、質問がない場合は質問書の提出は必要はありません。

　設計図書に対して質問がある場合は、
　三八地域県民局地域農林水産部三八地方漁港漁場整備事務所あてに

三八地方漁港漁場整備事務所

　回答書は全社に通知します。

◆質問書を入札書提出締切日３日前の 12時00分までに提出して下さい。

◆回答書は入札書提出締切日２日前の 12時00分までにFAXで回答します。
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第 １ 章    総 則 

 

第１条 共通仕様書等の適用 

本業務の施行にあたっては、青森県県土整備部制定「測量作業共通仕様書」、「地質・土質調査共

通仕様書」、東北地区用地対策連絡会制定「共通仕様書〔用地調査並びに算定編〕」、国土交通省港

湾局制定「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」、水産庁漁港漁場整備部制定「漁港漁場設計・

測量・調査等業務共通仕様書」によるほか、特記仕様書に基づき実施しなければならない。 

共通仕様書と特記仕様書が一致しない条項は、特記仕様書が優先する。 

第２条 委託業務日数又は履行期限 

      １．業務日数                  90   日 

      ２．履行期限    平成29年 1月 20日 

第３条 打ち合わせ等 

本業務における打ち合わせは、当初、成果品納入時及び測量作業中とし、2 回とする。測量作業中

の打ち合わせは、     現地       測量終了時とする。 

第４条 測量作業計画 

本業務における測量作業計画書は、当初打ち合わせ後速やかに提出するものとする。 

第５条 資 料 の 貸 与 

     貸与する図書及びその他の関係書類は、下記のとおりとする。 

       業務上必要な発注者の所有する資料（別途協議による）               

                                               

第６条 履 行 報 告 

     受注者は、契約書第１５条の規定に基づき、履行状況を別に定める様式に基づき作成し、調査職

員に提出するものとする。 

第７条  「参考資料」        

特記仕様書の外に提示する「参考資料」は、指名参加業者の迅速な見積もりに対しての一資料で

あり、委託契約上は拘束力を生じさせるものではないことに留意して下さい。 

 

 

 

測量業務 
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第 ２ 章    業 務 内 容 

 

第１条 測量作業条件 

          測量作業条件は、下記のとおりとする。 

          工 種                          作 業 条 件 

   ○業務目的                                        

    本業務は、三八地区（小舟渡漁港）水産物供給基盤機能保全事業の事業計画に基づき、外北防波 

   堤の保全工事実施に必要な施設現況を把握するため、地形測量、深浅測量を行うものである。   

                                                

    深浅測量について、複雑な地形を把握する必要があることから、マルチビーム測深機又は同等の 

   測量結果が得られる方法により実施すること。                        

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

m-takeda
長方形
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第２条 提 出 書 類 

         共通仕様書に定める提出書類のほか、別表に定めるとおりとする。 

 

第３条 支給材料 

         本業務における支給材料は次のとおりである。 

  1． 品     名     なし                           

  2． 数     量                                  

  3． 品 質・品 等                                  

  4． 規 格・性 能                                  

  5． 引 渡 場 所                                  

  6． 引 渡 時 期                                  

  7． 使用方法場所                                  

 

第４条 そ の 他 

－１） 完成検査の予定については、実施予定の前月１５日までに予定日を調査員に報告のこと。 

                                             

                                             

 

第 ３ 章    成 果 品 

第１条 成果品の提出 

成果品は共通仕様書で定める他、次のものを提出すること。 

  １． 報告書 

（１）電子媒体（CD-ROM）  １ 部 

（２）紙媒体（簡易なファイルにとじたもの、図面含む）  １ 部 

２． その他 

（１）現地測量写真集    部(報告書電子媒体に含む) 
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４．ナローマルチビームを活用した藻場造成工区の 

測量調査 

 

  





年

（ 　 執行課所： 年号： 年度： 事業目： 工事番号： 枝番： 節 ） KWA010

（ 　０１６４００ ４ ３０ ３１４５７ ００００３ ０２ １３ ）

　 　 　 　 １　 設計図書は、 発注機関から入手した閲覧者のみが利用できます。

　 　 　 　 　 　 閲覧者から第三者への提供は行わないでく ださい。

　 　 　 　 この設計図書（ 電子データを含む） は、 当該工事（ 委託業務） に係る入札価格の

　 　 　 見積り積算のため閲覧に供されているものです。

　 　 　 　 閲覧者は下記のことに留意し、 取り扱いには十分注意してく ださい。

　 　 　 　 ３　 疑義等がある場合は、 発注機関へ問い合わせてく ださい。

　 　 　 　 ２　 見積り積算以外の目的で利用した場合、 その内容について発注機関は一切の

　 　 　 　 　 　 責任を負いません。

［ 　 閲覧上の注意事項　 ］

業 務 場 所 大分県中央部地区 速見郡日出町豊岡藻場造成工区

業 務 名

分 類予 算 区 分公 共 一 般決 裁 区 分

執行課所 水産振興課

入 閲覧用設計図書

災 害 年 度 決 裁 月 日 年　 月　 日

保存

送 付 月 日 年　 月　 日

Ｈ３０水振　 　 　 委　 第　 　 　 　 ３　 －　 ２号測量調査委託



（ 　 執行課所： 年号： 年度： 事業目： 工事番号： 枝番： 節 ）

（ 　０１６４００ ４ ３０ ３１４５７ ００００３ ０２ １３ ） KWA020

特 記 事 項

差 引 増 減 額

日間
工 期

Ｈ３０水振　 　 　 委　 第　 　 　 　 ３　 －　 ２号

予 算 科 目
款 項 目 節

農林水産業費 水産業費 水産振興費 委託料

現 予 算
予  算  額 支出負担行為済額 予 算 残 額 査定額・ 一部割当額

請      負      額

当 初

工      事      費 工  事  雑  費

今 回 変 更

前 回 変 更

限り
変 更 工 期

　 限り

　 １００

契 約 の 方 法指名競争入札 地方自治法施行令第１６７条　 第１項

入 札 保 証 金契約希望金額5/100以上 但し、 大分県契約事務規則第２０条第３項に該当する場合は免除

前 払 金３０％以内 大分県会計規則第６４条第１項第９号

中 間 前 払 金

部 分 払 金

落札者がない場合 随 意 契 約 地方自治法施行令１６７ 条の２第１項第８号

工

事

概

要

工    種    名    称
当　 　 初　 　 設　 　 計 変　 　 更　 　 設　 　 計

数  量 単位 数  量 単位

豊岡藻場造成工区

　 深浅測量 １ km2

　 底質調査 １ 式

　 潮流調査 １ 式

委 託 種 別通常



第 1 条 　 測量業務共通仕様書の適用
　 本業務は、 この特記仕様書によるほか「 測量業務共通仕様書」 (平成２８年１０月)（ 以下、 「 共通仕様
書」 とする） により実施しなければならない。
※ 共通仕様書については、 大分県ホームページ内
（ http: //www. pref . oi ta. j p/soshi ki /18720/） にて掲載している。

第 2 条 調査に関する一般事項

1 受託者は本業務の着手前に作業計画を行い、 必要事項を確認するとともに内容に疑義を生じた場合はすべ
て調査職員と協議し、 指示を得なければならない。

2 上記に伴い、 受託者は契約後すみやかに業務計画書を作成し、 調査職員の承認を得ること。

3 業務計画書は、 共通仕様書に基づき必要事項を記入すること。

第 3 条 　 業務目的
　 本業務は、 大分県速見郡日出町沖に計画中である大分県中央部地区　 豊岡藻場造成工区の海底状況、 潮
流速を測量及び調査にて把握し、 漁場施設設置の際の安定計算基礎資料となる成果品を作成するものである。

第 4 条 　 業務内容

1 　 基準点測量
　 基準点測量に先立ち、 測量方式、 使用既知点、 新設点位置について検討を行い、 監督職員と協議しその
承諾を受けなければならない。

2 深浅測量

1. 00km2（ 1. 00km×1. 00km） ただし、 深浅測量範囲については事前に漁協と再確認をすること。

協議によっては測量範囲を変更するものとする。

3 潮流調査

1式　 （ 1地点×1層）

4 底質調査

1式　 （ 1地点×1試料）

第 5 条 　 調査内容及び方法

1 深浅測量

　 DGNSS（ RTK-GPS） で位置確認を行い、 マルチビーム測深機を用いて海底起伏を精密に測量し、 海底地形
図、 水深図を作成すること。

2 潮流調査

　 流向・ 流速計（ 海中係留型） を用いて、 15昼夜観測を行うこと。 流向・ 流速計は、 同等以上の観測精度
が確保できるADCP等に置き換えることができる。 観測結果を、 調和分解及び潮流予測を行い、 「 水産庁監
修　 漁港・ 漁場の施設の設計の手引き最新版」 に基づき魚礁の安定計算を行うために必要な最大潮流速を
求めること。

3 底質調査

採泥器を用いて海底面の試料を採取し、 粒度試験を行うこと。 粒度試験の結果、 細粒分が50％以上であっ
た場合は、 漁場施設の安定計算にせん断力が必要となるため、 調査職員と別途協議を行うこと。

第 6 条 　 照査技術者及び照査の実施

1 　 本業務は、 共通仕様書第１１１０条に基づき「 照査技術者及び照査の実施」 を行う業務である。

2 　 本業務においては、 平成２８年１１月１７日付け公入管第６９８号「 大分県が発注する建設コンサルタ
ント 業務等（ 測量・ 土木コンサルタント ・ 地質調査） における管理・ 照査技術者の資格要件について（ 通
知） 」 の資格種類別担当業務内容一覧表（ 第６段階） によるものとする。
　 　 業　 　 種： 測量

　 　 業務区分： 測量一般

3 　 共通仕様書第１１１０条第２項（ ３） に基づく 照査計画の策定にあたっては、 照査の方法、 事項につい
て調査職員と協議のうえ作成するものとする。

4 　 本業務に関しては、 管理技術者とは別に、 成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、 契約
担当者に通知しなければならない。

5 　 本業務における照査技術者、 管理技術者については、 次の資格をもつ者のな　 かから選任すること。
（ 各部門の資格を満たしていれば、 照査技術者1名、 管理技術者1名でも可）
・ 照査技術者（ 測量部門） 　 測量士

・ 照査技術者（ 調査部門） 　 建設環境技術士又は、 RCCM、 認定技術管理者(別紙参照)

・ 管理技術者（ 測量部門） 　 測量士又は測量士補

・ 管理技術者（ 調査部門） 　 建設環境技術士又は、 RCCM、 認定技術管理者(別紙参照)

特 記 仕 様 書 （ 測量調査業務）

m-takeda
長方形



第 7 条 　 公共土木施設のデータベース登録
　 受注者は、 当該委託業務の成果物「 公共土木施設データベース」 へ登録するための費用を最終請負金額
確定後、 速やかに公益財団法人大分県建設技術センター（ 以下「 センター」 という） に、 直接あるいは振
込みにより支払い、 センター発行の「 受付証明書」 を受け取ること。
　 センター発行の「 受付証明書」 については、 その写しを完成検査までに調査職員に提出すること。

第 8 条 　 業務履行中の安全確保等

1 　 測量実施にあたっては関係法規を遵守するとともに、 特に道路上の作業時には、 交通整理員や安全設備
などを設置して、 作業中の安全に留意しなければならない。

2 　 受託者は、 作業実施に当たり、 関係法令を遵守し常に適切なる管理を行わなければならない。

3 　 受託者は、 調査実施に当たり水陸交通の妨害又は公衆に迷惑を及ぼさないように努めなければならな

4 　 受託者は、 常に調査進捗状況及び現地の状況を報告し、 調査職員との連絡を密にするよう努めなければ
ならない。

第 9 条 　 土地の立入り等

1 　 受託者は、 測量調査を実施するため、 国、 公有又は私有の土地に立ち入る場合はあらかじめ調査職員に
報告するとともに、 受託者の責任において関係者と緊密かつ十分なる協議を保ち、 円滑なる測量調査の進
捗を期さなければならない。 また、 関係法令に規定する身分証明を携帯し関係人の請求があったときは、
これを提示しなければならない。

2 　 受託者は、 測量調査実施に当たり住宅又は垣、 柵等で囲まれた土地に立ち入る場合は、 あらかじめ占有
者及び所有者に通知しなければならない。 ただし占有者及び所有者に対し、 あらかじめ通知することが困
難なときは、 占有者及び所有者に迷惑を及ぼさないよう十分注意して立ち入るものとし、 この場合におい
て遅滞なく その旨を占有者及び所有者に通知しなければならない。

3 　 受託者は、 測量調査実施のための植物、 垣、 柵等の伐除、 又は土地若しく は工作物を一時使用する場合
は、 占有者及び所有者の承諾を得て行うものとする。 この場合において生じた損失は、 特記仕様書に示す
ほかは請負者が負担するものとする。

4 　 測量調査のため海上作業を行う場合は、 あらかじめ調査職員と連絡をとり、 関係漁協、 海上保安部に作
業計画を提出し、 許可を受けなければならない。

5 　 日の出前・ 日没後は、 特別の場合を除き他人の土地に入ってはならない。

第 10 条 　 関係官公庁その他への手続き等

1 受託者は、 測量調査実施のために必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは、 調査職員と打ち合わせの
上、 受託者において迅速に処理しなければならない。

2 受託者は、 関係官公庁その他に対して交渉を要するとき又は、 交渉を受けたときは遅滞なく その旨を調査
職員に申し出て協議するものとする。

第 11 条 　 貸与試料

1 既往報告書及び図面

2 その他、 調査職員が必要と認める資料

第 12 条 　 疑義

　 業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、 速やかに監督職員と協議すること。

第 13 条 　 業務カルテ

1 　 受注者は、 契約時又は変更時において、 請負金額が１００万円以上の業務については、 測量調査設計業
務実績情報サービス（ Ｔ ＥＣＲＩ Ｓ） に基づき、 受注・ 変更・ 完了・ 訂正時に業務実績情報として「 業務
カルテ（ 通知書） 」 を作成し、 調査職員の確認を受けたうえ、 受注時は契約後、 土曜日、 日曜日、 祝日等
を除き１０日以内に、 登録内容の変更時は変更があった日から、 土曜日、 日曜日、 祝日等を除き１０日以
内に、 完了時は、 業務完了後１０日以内に登録する、 訂正時は適宜登録機関に訂正の申請をしなければな
らない。 また、 登録機関発行の「 業務カルテ受領書（ 登録内容確認書） 」 が届いた際は、 　 その写しを直
ちに調査職員に提出しなければならない。 なお、 変更時と完了時の　 間が１０日間に満たない場合は、 変
更時の提出を省略できるものとする。 なお、 受注者が公益法人の場合はこの限りではない。

第 14 条 　 電子納品

1 　 本業務は電子納品対象業務とする。 ｢電子納品｣とは、 測量、 設計などの各業務段階の最終成果を電子
データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、 大分県電子納品ガイドライン（ 大分県農林水
産部） 委託編に基づき作成されたものをいう。

2 要領・ 基準

　 電子納品は、 ｢大分県電子納品ガイドライン（ 大分県農林水産部） 委託編｣に基づき実施するほか、 特に
記載のない限り国土交通省の電子納品要領及び関連基準（ 以下｢要領・ 基準類｣という。 ） を準用する。

3 着手時協議

　 着手時協議を必須とする。 協議にあたっては、 事前協議チェックシート を提出すること。 ただし、 紙納
品のみの選択も可とする。



4 電子成果品確認

　 電子成果品の確認は、 原則検査前に電子成果品チェックシート を用いて調査職員により行うこととし、
その結果を検査員が確認する。

第 15 条 　 報告書

　 成果品については紙媒体２部、 電子媒体２部提出すること。



【 単価関係】
本設計書の単価適用日は平成30年7月１日としている。 なお土木工事積算単価は大分県H.Pで公表して
いる。 （ http://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/tanka.html）

積 算 条 件 説 明 書
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５．ＡＬＢの活用による河川縦横断測量 
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平成２９年度 三重河川航空レーザ測量

特記仕様書

第１条 適用範囲

本特記仕様書（以下「特仕」という。）は、国土交通省中部地方整備局三重河

川国道事務所（以下「発注者」という。）が実施する、「平成２９年度 三重河

川航空レーザ測量」（以下、「本業務」という。）に適用する。

本業務に適用する共通仕様書は、「測量業務共通仕様書 平成 29 年 4 月中部地
方整備局」（以下、「共仕」という。）に基づき実施するものとする。

なお、共仕のうち本業務に必要なき事項は、適用を除外する。

第２条 作業目的

本業務は、三重河川国道事務所管内において河川の維持管理や今後の河川計画

等の基礎資料とするため、高精度かつ高密度な航空レーザ測量を実施し、地形データ

を作成するものとする。また、航空レーザデータを活用し効率的に河川縦横断図等の

作成を行うものとする。

第３条 測量箇所

本業務における測量箇所は、以下のとおりとする。

航空レーザ測量：34km2 ＜別紙１＞＜別紙２＞

応用測量： 鈴鹿川水系 40.4km、雲出川水系 29.7km、合計 70.1km
・鈴鹿川 鈴鹿川本川 0.0ｋ～ 27.8ｋ、鈴鹿川派川 0.0ｋ～ 3.8ｋ

内部川 0.0ｋ～ 6.8ｋ、安楽川 0.0ｋ～ 2.0ｋ
・雲出川 雲出川本川 0.0ｋ～ 17.4ｋ、雲出古川 0.0ｋ～ 2.5ｋ

中村川 0.0ｋ～ 5.1ｋ、波瀬川 0.0ｋ～ 4.7ｋ

第４条 使用する諸基準・規程等

本業務の遂行にあたっては、下記の諸基準・規程等に基づき実施するものと

する。

なお、重複する事項に異なる基準がある場合には、監督職員と協議するもの

とする。

１．国土交通省公共測量作業規程（平成 28年 3月 31日一部改正） (以下「規程」)
２．河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説（（財）日本建設情報総合センタ

ー 平成 9年 6月）」（以下「実施要領」という）
３．「河川定期縦横断データ作成ガイドライン 平成 20年 5月 国土交通省河川

局」（以下「ガイドライン」という）

４．「航空レーザ測量による河道及び流域の三次元電子地図作成指針（案）平

成 19年 3月改訂 国土交通省河川局」（以下「作成指針」という）

第５条 業務内容
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１．作業計画

本業務の実施に先立ち、業務全体の作業方針、工程計画を立案し円滑かつ計画

的にするため共仕第１１３条に基づき業務計画書を作成し監督職員に提出する。

また、業務計画に変更が生じた場合や変更を行う場合は、速やかに監督職員に報

告すること。

２．航空レーザ測量

実施箇所において、航空レーザ計測システムを搭載した航空機にて、地図情報レ

ベル500の等高線データ取得のためレーザ計測を実施する。

項目 精度・形式等 備考

データ取得点間隔 【陸部】0.5m×0.5m以下に1点以上

コース間重複度 30％以上

パルスレート 最大25,000Hz以上

スキャン角度 ±10°以上

計測データ平面位置精度 標準偏差0.5m以内

計測対象地域 堤防より各50mを計測

１）作業計画：34.0k㎡（測量範囲面積）

地図情報レベル500の等高線図が作成できるよう計画諸元、飛行コース計画、GPS

基準局(電子基準点)の選定、GPS観測計画を立案する。なお、電子基準点情報は

データ配信サービス会社より１秒間隔のものを購入すること。

２）航空レーザ計測

航空レーザ計測システムを搭載した航空機にて、本業務対象地域の地形形状を

計測するものとし、スキャン密度は、陸部0.5m×0.5mメッシュの範囲に１点以上レー

ザ点が照射されるよう設定する。また、計測データはGPS･IMUを用いた解析処理及

びフィルタリング処理を行い地盤高の数値地形モデルを生成するものとする。なお、

航空レーザ測量を行うにあたっては、安全に十分配慮して実施しなければならな

い。

３）写真地図データ作成

撮影は航空レーザ計測システムに付属するデジタルカメラを使用することを基本と

し、撮影したデジタル画像から簡易オルソフォトを作成する。なお、地上画素寸法は

0.25ｍ以下を基本とする。

４）三次元計測データ作成

航空レーザ測量にて得られた計測データを統合解析して作成する。作成の際はノ

イズ等のエラー計測部分を削除し、計測点の座標値を１㎝単位まで求める。

５）調整用基準点設置

三次元計測データの点検及び調整を行うため調整用の基準点を設置するもので

ある。調整用基準点の設置にあたっては、設置箇所の提案を行い、監督職員との協

議のうえ決定するものとする。

６）オリジナルデータ作成

m-takeda
長方形
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調整用基準点の設置における基準点を用いて三次元計測データの標高を調整し

作成するものである。調整用基準点と三次元計測データとの較差点検及びコース

間重複箇所の点検を行うものとし、較差の平均値が±10cm以上の場合は、監督職

員に直ちに報告しデータ処理方法について協議するものとする。

７）グラウンドデータ作成

オリジナルデータからフィルタリング作業を行い、建物や樹木等を除去した地表面

の標高を示すグラウンドデータを作成するものである。なお、フィルタリング作業が適

切であるかを確認するためフィルタリング点検図を作成し点検を行うものとする。不

適切なデータが確認された場合は再度フィルタリング作業を行いデータ修正するこ

と。

８）グリッド(標高)データ作成

グラウンドデータから内挿補間により、0.5ｍ メッシュのグリッドデータを作成するも

のとする。

９）数値データファイル作成

作成した各データを電子記憶媒体に記録するものである。記録方法等については

監督職員と協議のうえ決定する。また、数値データファイルの管理・利用について必

要となる説明書を作成すること。

３．応用測量

規程第 1 条～第 17 条及び第 411 条～第 430 条に基づき、実施するものとす
る。陸域に関しては、航空レーザ計測データを用いて縦横断図を作成するも

のとする。また、以下の項目に留意し、実施するものとする。

【測量範囲】

・鈴鹿川 鈴鹿川本川 0.0ｋ～ 27.8ｋ、鈴鹿川派川 0.0ｋ～ 3.8ｋ
内部川 0.0ｋ～ 6.8ｋ、安楽川 0.0ｋ～ 2.0ｋ

・雲出川 雲出川本川 0.0ｋ～ 17.4ｋ、雲出古川 0.0ｋ～ 2.5ｋ
中村川 0.0ｋ～ 5.1ｋ、波瀬川 0.0ｋ～ 4.7ｋ

１）現地踏査

航空レーザ計測データを利用し距離標位置や測線を机上にて把握し現地踏査

の計画資料を作成する。計画資料を用いて現地踏査を実施し、深浅測量等の計画

を行うこととする。

２）縦断測量

航空レーザ計測データより、縦断図を作成し、３級水準測量により左右岸の距離

標高計測を行い、作成した縦断図と堤防高、地盤高、水位標零点高、堰・樋門・樋

管・用水路・排水路の敷高、橋台高、桁下高、仮BM、その他工作物の高さと位置を

確認し補備測量を行う。補備測量、点検は、規程、実施要領によるものとする。

３）横断測量、深浅測量

①航空レーザ計測データより横断図を作成し、左右岸の距離標座標とその堤防高

さを一致させ、作成した横断図と横断図線上の変化点、構造物の標高と位置を確

認し、補備測量を行う。変化点が不明な場合は、測定間隔を5m以内に必ず一点

m-takeda
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測量する。水深部について現地の特性に対応したデータの補完を行い、変化点

等が不明な場合には測定間隔を5m以内に1点必ず取得する。補備測量、点検は、

規程、実施要領によるものとする。

②水深部並びに航空レーザ計測データの補足部については、現地での測量を実施

するものとする。

③橋梁箇所での測線は上流側橋台の位置とし、桁下高は左右岸共最も低い箇所と

し、橋座高、アンダーパスボックスの高さ、形状も測量する。

④陸部の測量範囲は、堤内 50ｍとする。
横断測量、深浅測量

橋梁・堰断面数

鈴鹿川本川 43 断面

鈴鹿川派川 5 断面

内部川 21 断面

安楽川 3 断面

雲出川本川 23 断面

雲出川古川 2 断面

中村川 13 断面

波瀬川 18 断面

４）重ね縦横断図

作成した縦横断図や構造物横断図を、過年度測量の縦横断図と重ね合わせ

変動量を示した縦横断図を作成する。

５）河床年報整理

横断測量 深浅測量

水深 1m以下 1m～3m 3m以上

測量幅・本数 平均測量幅 本数 平均測量幅 本数 平均測量幅 本数

鈴鹿川本川 36m 152本 77m 31本 － －

鈴鹿川派川 13m 15本 75m 6本 － －

内部川 17m 49本 37m 6本 42m 1本

安楽川 23m 10本 28m 4本 － －

雲出川 72m 25本 99m 64本 114m 22本

雲出古川 94m 5本 125m 10本 － －

中村川 32m 21本 39m 19本 － －

波瀬川 11m 38本 22m 4本 － －

m-takeda
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河床年報の内容は、縦断図記入事項の他に標高 1m 毎及び PHWL における
水位、河積、水面幅、径深を記入する。

６）距離標設置、水準基標設置が必要な場合は、監督職員と協議するものとす

る。設置の場合は監督職員及び監督職員に代わる者の立会の上、実施するも

のとし、立会時には、主任技術者が同行するものとする。

ただし、監督職員及び監督職員に代わる者がやむを得ない理由により現地で

の立会が出来ない場合は、別途指示する。なお、その際には写真等により確

認を行う。現地での立会について監督職員に代わる者を派遣する場合は、事

前に監督職員より主任技術者へ代替者氏名を連絡する。

7）受注者は、原則として作業着手時及び終了時に、監督職員に連絡するもの
とする。

8）現地調査後に、新たに調査を実施する必要が生じた場合については、別途
監督職員と協議するものとする。

第６条 打合せ協議

１．共仕第 112条に定める業務の区切りは以下のとおりとし、打合せ場所は三重
河川国道事務所とする。打合せ回数は５回を予定し、全ての打合せに原則と

して主任技術者が立ち会うものとする。

・業務着手時

・中間打合せ（対面３回）

１）航空レーザ測量開始前

２）航空レーザデータ整理後

３）河川測量開始前

・成果物納入前

・その他監督職員が必要と認めた時

なお、本業務を予算決算及び会計令（以下、「予決令」という。）第 85条に基
づく調査基準価格を下回る価格で契約がなされた場合については、全ての打合

せに主任技術者及び低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務により増員

された担当技術者が出席するものとする。ただし、全ての打合せに主任技術者

及び低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務により増員された担当技術

者が出席するために要する費用は受注者による負担とし、契約変更の対象とし

ない。

また、打合せ時に業務計画書に基づく業務の主要な区切り毎に監督職員によ

る履行確認を行うものとする。

２．打合せ記録簿については、受発注者間で相互に確認するものとする。なお、

打合せ後３日（休日等を除く）以内までに確認用を送付するよう努めること。

（電子メールによる送付は可とする。）

また、打合せ記録簿は一覧表を作成し、要旨・指示協議等の内容がわかるよ

うにすること。

あわせて、打合せ記録簿及び打合せ記録簿一覧表は成果報告書に一括して
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綴り込むものとする。

３．中間打合せ（対面）は、監督職員と協議の上、打合せ（対面）の回数を変

更できるものとする。

なお、打合せ（対面）の回数に電話、電子メール等による打合せは含まな

いものとする。

第７条 資料の貸与

共仕第 114条に示す発注者の貸与する資料は次のとおりとする。
なお、受注者は貸与した資料が不要となった時点で速やかに返却しなければな

らない。

１．平成 23年度 三重四川航空レーザ測量業務

２．平成 24年度 三重河川測量業務

３．平成 25年度 三重河川航空レーザ測量

・その他打合せにより監督職員が認めた図書、資料

第８条 伐採及び伐木補償費

立木等の伐採は原則行わないものとするが、やむを得ず必要となった場合は、

別途監督職員と協議するものとし、その費用については契約変更の対象とする。

ただし、伐採にあたっては、必要最小限とし、受注者の責務において関係者

の了解を得て行うものとする。

また、伐木補償や踏み荒らしが必要な場合には監督職員と協議を行うこと。

第９条 安全管理

１．現道上付近及び急傾斜地等、危険と考えられる箇所で本業務を行う場合には、

必要に応じて保安要員・保安施設を設置し、現道交通及び作業員の安全確保に

努めなければならない。

２．現時点では既存道路の車道規制が伴う様な作業は無いと想定し、交通誘導警

備員など計上していないが、現地状況や関係機関との調整によりその様な対策

が必要となった場合は、別途監督職員と協議すること。

３．１.～２．以外で作業中の安全対策が必要となる場合は、別途監督職員と協
議すること。

４．撮影に関する安全運航には十分注意するとともに、関係諸官庁への許可・手続き

を確実に行い、航空機に関する故障、事故等が生じた場合の一切の責任・費用は受

注者において負担すること。

第 10条 精度管理

測量成果の精度確認として、下記の項目について実施すること。

１． 精度管理

１）業務計画全般について、技術的再検討を行う。

２）測量成果の精度及び品質について、確認のための点検測量を行う。
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点検箇所は監督職員と協議し決定することとする。

また、点検測量率については、規程の記載を標準とするが、監督職員が

別途指示した場合はこの限りではない。

３）標識の建設状況等の証拠写真撮影及び出来形についての現地再確認を行

う。

４）最終成果の総合的な点検及び出来映え等についての再確認を行う。

５）規程に定める精度管理表を各作業別に作成し提出する。

６）測量の計算に使用するプログラムの点検を行う。

２．測量機器の検定

測量に使用する測量機器は、常数及び機能等について、規程に定める検

定に関する技術を有する第三者機関による検定を受けることを原則とし、

業務履行期間中に測量機器の検定有効期間が切れる場合は、検定有効期間

が切れる前に規程に定める検定に関する技術を有する第三者機関による検

定を受けることする。また、同機関の発行する検定証明書を業務計画書及

び成果品に添付して提出すること。

第 11条 測量成果の検定

本業務のうち、高精度を要するもの又は利用度の高いものについては、規程

に定める検定に関する技術を有する第三者機関による検定を受けることを原則

とし、同機関の発行する検定証明書及び測量成果検定記録書（品質管理図を含

む）を成果品に添付して提出すること。

第 12条 電子納品

成果物の提出は、共仕第１１８条第４項に定めるものに加え、電子納品について以下の

とおりとする。

１．本業務は電子納品対象業務とする。電子納品は、「調査、設計、工事などの各業務段階

の最終成果を電子成果物として納品すること」をいう。ここでいう電子成果物とは、「土

木設計業務等の電子納品要領(案)：(以下、「電子納品要領」という)に基づいて作成した

電子データを指す。

２．業務着手時に電子納品を円滑に行うため、受発注者間でチェックシートを用いて事前協

議を行い、速やかに協議結果を監督職員に提出すること。また、協議結果は電子納品REP

ORTフォルダに格納すること。

３．成果物は、電子納品要領に基づいて作成した電子成果物（公開用成果物も含む）を電子

媒体(CD-RまたはDVD)で3部提出する。

電子納品要領で特に記載が無い項目については、原則として電子データを提出する義務は

ないが、電子納品要領の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議のうえ、電子化の是非を

決定する。

４．本業務の契約時点で、紙及びCAD化されてない図面や資料は、CAD等電子化について、そ
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の取り扱いを監督職員と協議すること。

５．公印が必要な品質証明書等で、原本性の確認が必要となる書類は、検査時に検査官に提

示出来るよう整理するものとする。

６．電子納品の運用にあたっては、「電子納品に関する手引き（案）〔業務編〕及び「現場に

おける電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)」等を参考にするものとする。

７．成果物の提出の際には、事前協議した内容について漏れがないことを確認し、電子納品

チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対

策を実施したうえで提出すること。

８．CAD データ交換フォーマットは SXF（P21）とする。

９．電子媒体に保存する１つのファイル（報告書ファイル）容量については、10MB 以下と

する。

10．書面における署名または押印の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとす

る。

第 13条 成果品

本業務の成果品の作成に当たっては、共仕に定める他、ガイドラインにより実

施するものとする。また、規程第２編第３章第８節及び第４編第３章第１１節成

果等の整理のとおりとするが、その他の資料は下記のとおりとする。

１．数値地形図データ １式

２．縦断図 １式

３．横断図 １式

４．縦横断図紙出力 １式

５．測量成果表 １式

６．重ね縦横断図 １式

７．河床年報 １式

８．L-H表 １式

９．H-AR表 １式

１０．その他、発注者が指示するもの

第 14条 成果物の提出

１．成果物の提出先は、国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 調

査課とする。

２．成果物の提出は、共仕第１１８条に定めるものに加え、成果物納入後の成果物の訂正に

ついて以下のとおりとする。

１）発注者は、業務完了後においても、受注者の責任に帰すべき理由により成果物に不都

合が生じたことを発見した場合は、速やかに受注者と協議の上、受注者に成果物の訂正、

補足そのほかの措置を命ずるものとする。

２）受注者は、業務完了後においても、受注者の責任に帰すべき理由により成果物に不都
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合が生じたことを発見した場合は、速やかに発注者と協議の上、成果物の訂正、補足そ

のほかの措置を行うものとする。

第 15条 写真の提出

写真は、「デジタル写真管理情報基準（案）」【平成 20年 5月】
（http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/）に基づき提出するものとする。

第 16条 配置主任技術者の資格

１．配置主任技術者の資格に関する要件

・測量士

２．配置主任技術者の業務実績に関する要件

配置予定主任技術者は、平成１９年度以降公告日までに完了した同種業務（再

委託による業務、照査技術者の実績は含まない。）において、１件以上の実績を

有していること。なお、設計共同体による実績の場合、分担業務の実績を実績

として認める。ただし、業務の実績のうち地方整備局委託業務等成績評定要領

に基づく業務成績が６０点未満の場合は実績として認めない。

業務実績は、受発注者の立場で行った請負業務の実績の他、関連する調査、

計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務とし

て認める。

同種業務：国土交通省公共測量作業規程に基づく航空レーザ測量

なお、上記の期間に、産前産後休業（労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第 65
条第１項又は第２項の規定による休業）、育児休業（育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号）第２条
第１号に規定する休業）及び介護休業（同条第２号に規定する休業（以下単に「休

業」という。）を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績

として求める期間（以下「評価対象期間」という。）を延長することができるも

のとし、この場合においては、休業を取得したことを証明する書類を添付する。

３．配置予定主任技術者の手持ち業務に関する要件

１）公告日現在の全ての手持ち業務（本業務は含まない。特定後未契約のもの

及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。）の契約金額合計が４

億円未満かつ手持ち業務の件数が１０件未満である者であること。なお、複

数年契約の業務の場合は、当該年の履行高予定額とし、設計共同体における

手持ち業務量は、各構成員の分担額とする。

国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係及び営繕

工事に係るものを除く。）において、予決令８５条に基づく調査基準価格を下

回る場合で契約がなされた業務を手持ち業務として有する場合には、契約金額

合計が２億円未満かつ手持ち業務の件数が５件未満である者でなければならな

い。

なお、手持ち業務とは主任技術者、担当技術者として従事している契約金額
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が５００万円以上の業務をいう。

２）本業務の履行期間中は配置主任技術者の手持ち業務量の契約金額合計が４

億円かつ１０件を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を監

督職員に報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが

著しく不適当と認められる場合には、当該配置主任技術者を、以下のアから

エまでのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合

があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定

に厳格に反映させるものとする。

ア 当該配置主任技術者と同等の同種業務実績を有する者

イ 当該配置主任技術者と同等の技術者資格を有する者

ウ 平成２４年度以降（過去４年間）の地方整備局委託業務等成績評定要領

に基づく業務成績の平均点が当該配置主任技術者と同等以上の平均点を

有する者又は平成２４年度以降（過去４年間）の同種業務における地方

整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が７６点以上である者

エ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定して

いる配置予定主任技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

第 17条 再委託

再委託は、共仕第１２９条第１項に定めるものに加え、再委託について以下のとおりと

する。

１．再委託の承諾について、以下のとおりとする。

１）業務の一部（主たる部分を除く）を再委託しようとするときは、あらかじめ再委託の

相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等につ

いて記載した書面を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、受託者が再委託を変更する場合も同様な手続きを行うものとする。

また、発注者が再委託を承諾した場合は、業務計画書に「履行体制に関する書面」を

添付し提出するものとする。

２）前項の規定は、共仕第１２９条第２項に示す軽微な部分の業務を再委託しようとする

ときには、適用しない。

３）第１項の規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。

４）再委託に関して発注者の承諾が得られない場合は、受注者は再委託に付そうとした部

分を自ら履行するものとする。

２．再委託に係る主たる部分とは、共仕第１２９条第１項に規定する項目に加えて、以下

の範囲とする。

本業務は主たる部分として共仕第１２９条第１項のほかに、以下の内容を加えるもの

とする。

①作業計画

②航空レーザ計測（運航業務は除く）
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③デジタル空中写真撮影（運航業務は除く）

④基盤地図情報の整備

⑤データファイル作成

⑥既存資料との比較検証

３．再委託に係る「軽微な部分」とは、共仕第１２９条第２項に規定する項目に加えて、

以下のとおりとする。

・該当なし

第 18条 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務

予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務につ
いては、次について実施するものとする。

１．主任技術者の制限

主任技術者の制限について、次の１）及び２）を実施するものとする。

なお、1)により配置する技術者は、測量調査設計業務実績情報システム
（TECRIS）に登録すること。
１）配置予定主任技術者とは別に、以下の①から④までの全ての要件を満た

す担当技術者を１名配置すること。

① 配置予定主任技術者の保有している業務実績件数について同種業務と

もに同一件数以上の実績を有する者

② 配置予定主任技術者の保有している全ての資格（分野及び部門ともに）

を有している者

③ 過去４年以内の同種業務で地方整備局委託業務等成績評定要領に基づ

く業務成績が７８点以上の業務における配置予定主任技術者としての

経験を有し、過去４年間の地方整備局委託業務等成績評定要領に基づ

き同種業務での技術者成績（照査技術者としての成績は除く）の平均

点が７８点以上である者

④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定し

ている配置予定主任技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

２）本業務の履行期間中は配置主任技術者の手持ち業務量が契約金額で２

億円、件数で５件を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその

旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが

著しく不適当と認められる場合には、当該配置主任技術者を、以下の①

から④までの全ての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行

う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業

務成績評定に厳格に反映させるものとする。

① 当該配置主任技術者と同等の同種業務実績を有する者

② 当該配置主任技術者と同等の技術者資格を有する者

③ 過去４年間の地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績

の平均点が当該配置主任技術者と同等以上の平均点を有する者又は
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過去４年間の同種業務における地方整備局委託業務等成績評定要領

に基づく業務成績が７６点以上である者

④ 手持ち業務量が当該業務の特仕において設定している主任技術者の

手持ち業務量の制限を超えない者

２．品質証明等

当該業務の不備により、国土交通省に損害を与えた場合、受注者の責任

において損害補填する旨を明記した、平成２９・３０年度一般競争（指名

競争）参加資格の認定を受けた代表者の直筆署名による品質証明書を提出

すること。ただし、契約当事者が委任状により当該業務の契約締結権限等

を受任する予定の者である場合には、代表者及び受任者の２名による連名

の直筆署名とする。また、損害補填の期間は、本業務完了の３年後までと

する。提出された品質証明書は、中部地方整備局ホームページにて公表す

る。

３．再委託

共仕で示す簡易な業務の再委託を除いた再委託料は業務委託料の３分の

１以内とする。

４．打合せ

業務実施上必要となる全ての打合せに主任技術者と１．（１）の担当技

術者が出席するものとする。また、業務計画書に基づく業務の主要な区切

り毎に主任監督員による履行確認を行うものとする。

５．業務実績の登録

測量調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）に業務実績情報を登録
する際に業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で登録し監督職員の確認

を受けること。

６．業務コスト調査

受注者は下記の事項に協力しなければならない。

１)受注者は、業務コスト調査に係る調査票等の作成を行い、業務完了日

の翌日から起算して 90日以内に発注者に提出するものとする。なお、調
査票等については別途監督職員から指示する。

２）受注者は、提出された調査票等の内容を確認するために監督職員がヒ

アリング調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。

３）期限内に、このマニュアルに定める調査票の提出がないときまたは調

査票等に虚偽の記載があることが判明したときは、業務成績評定を最大

１０点減点し、更に業務実績と認めない。

第 19条 履行確実性の確認

予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務につ
いては、業務実施中及び業務完了後において、開札後に追加提出された資料（業

務完了後においては業務実施状況を踏まえた実施額に修正した資料を求める。）

により、履行状況や成果等について下記の確認項目等により確認を行い、これ
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らの結果を業務成績評価に厳格に反映させる場合がある。

【確認項目】

１．審査項目(1)～(3)において審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回
った場合

２．審査項目(4)において審査時に比較して正当な理由無く再委託額が下回っ
た場合

３．その他、「打合せ」への正当な理由なく遅刻等、業務実施体制に関する問

題が生じた場合

４．業務成果品のミス、不備等

なお、審査項目①～④とは以下のとおりである。

①業務内容に対応した費用が計上されているか

②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか

③品質管理体制が確保されているか

④再委託先への支払いは適正か

第 20条 品質確保基準価格

１．予定価格が 500万円以上 1,000万円以下の業務においては、品質確保の観点
から中部地方整備局が定めた価格（以下「品質確保基準価格」という）によ

り、その価格を下回った場合は、特仕第 18 条「低入札価格調査に該当した場
合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものである。

２．特仕第 18 条「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」、特仕第 19
条「履行確実性の確認」に記載されている調査基準価格を品質確保基準価格

と読み替えて適用する。

３．品質確保基準価格の算出方法は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格に準
じて算出するものとする。

４．「品質確保基準価格」を下回る場合の特仕第 18 条「低入札価格調査に該当
した場合の受注者の義務３．再委託」の確認については、「低入札価格調査に

該当した場合の受注者の義務」確認時及び履行確実性に関するヒアリング前

段に確認するものとする。

第 21条 条件明示

本業務における設計条件は、以下のとおりとする。

名 称 条 件

安全費 計上していない

伐採 当初は見込んでいない

成果検定費 航空レーザ測量検定料（1/500） 数量：34km
2

点検図の目視点検、グリッドデータの論理点検

旅費交通費 積算上の基地：津市役所

（打合せ） ・基地から打ち合わせ場所までの移動

津駅～津新町駅（近鉄）
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第 22条 地下埋設物の調査

１．測量箇所における地下埋設物の有無については、貸与された資料等を確認

の上、詳細について調査するものとする。

２．測量箇所に地下埋設物があると認められる場合は、埋設物の管理者に対し

て調査及び確認を行い、埋設物件平面図等に反映するものとする。ただし、

成果納品前に監督職員に確認を求めることとする。

３．上記により、貸与資料と相違が生じた場合は、監督職員と協議するものと

する。

４．埋蔵文化財を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告するもの

とする。その後の措置については、監督職員の指示に従う。

第 23条 成果物の帰属

本業務で得られた全ての成果物の権利は発注者に帰属するものとし、受注者は

発注者の承認を受けないで公表又は貸与、使用してはならない。

第 24条 受発注者の責務

受発注者の責務は、共仕第１０３条に定めるものに加え、受発注者の責務について以下の

とおりとする。

１．本業務を履行するにあたり、受注者はその技術を駆使して確実・詳細・丁寧に行い、

成果は所定の条件を満足しなければならない。なお、受注者は本特記仕様書に明記し

ていない事項であっても業務上必要と思われるものについては、責任をもって充足、

調整等を行うこと。

２．受注者は、業務内容の変更において、監督職員から不適切な指示等あった場合は、発

注者に対し書面で報告ができるものとする

３．発注者は、前項の報告を受けた場合は、５日以内（休日等を含む）に受注者と協議し

適切な措置を講じなければならない。

第25条 経費の負担

土地への立ち入り等は、共仕第１１７条第３項に定めるものに加え、経費の負担について

以下のとおりとする。

業務の実施に伴う植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する

際のうち、経費が発生する必要が生じた場合については、別途監督職員と協議するものとす

る。

第26条 技術提案の履行確保

１．受注者は 、 採用された技術提案に基づき適切に業務を遂行するものとする。なお、採

用された技術提案については、業務計画書に記載するものとする。参加表明書、技術提
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案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。

２．業務計画書の作成にあたっては、共仕第１１３条に示されたものによるほか、本業務の

技術提案書に記載された技術提案内容に基づき作成するものとする。

３．業務計画書提出時の打合せにおいて、履行を義務づける技術提案内容を特定することと

し、受注者は、その技術提案を適切に履行しなければならない。

４．契約書に明記された技術提案書に内容が受注者の責により実施されなかった場合は、契

約書に基づき修補の請求、または修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償の請求を

行うことができる。

また、業務成績評定を３点減ずる等の措置を行う。

第27条 関連業務等との調整

１．本業務の実施にあたっては、関連する別途発注業務と密に調整を行い、円滑に業務を

進めること。

２．本業務の実施にあたっては、関連工事と調整を密に行い、円滑に業務を進

めること。

第28条 各種調査に対する協力

受注者は、本業務が発注者の実施する各種調査の対象業務に選定された場合には、調査等

に必要な協力をしなければならない。

なお、本業務が各種調査の対象となった場合には、発注者はその旨を通知し、契約変更の

対象とする

第 29条 業務に携わった技術者名簿の提出

業務の条件は、共通仕様書に定めるものに加え、業務に携わった技術者名簿の

提出について以下のとおりとする。

報告書に担当者一覧表をつけるものとし、その場所は設計等報告書の表紙の次のページに、

担当者一覧表として以下の内容にて主任技術者及び担当技術者等を連名で記載するものとす

る。

・会社名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号

・主任技術者名

・担当技術者名（※担当技術者については複数可。）

第 30条 配置技術者の確認

１．受注者は、業務計画書（測量調査業務等共通仕様書 共通編第 113 条）の業

務組織計画に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。なお、変

更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。

２．業務実績情報システム（テクリス）に登録できる技術者については、以下の
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とおりとする。

１）業務打合せ（電話等打合せを含む）において、監督職員と業務に関する報

告・連絡・調整等を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者

２）現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写

真等で確認できる者

３．業務実績情報システム（テクリス）に登録する技術者は、業務完了までに、

受発注者双方の確認の上、確定するものとし、完了登録の「登録のための確

認のお願い」の提出にあたり、技術者本人の登録に関する認識の確認のため、

個々の技術者の署名を付すものとする。なお、「登録のための確認のお願い」

の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行った書面を添付する場合も同等

とみなす。

４．発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事

していないことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。

また、配置技術者以外が業務実績情報システム（テクリス）へ登録された場合

についても、同様とする。

第 31条 新技術の活用について

受注者は、新技術情報提供システム（NETIS)等を利用することにより、活用することが有

用と思われるNETIS 登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。

受注者は、「公共工事等における新技術活用システム」に基づきNETIS に登録されている

技術を活用して業務を実施する場合には、以下の各号に掲げる措置をしなければならない。

受注者は、「公共工事等における新技術活用の促進について」（平成26 年3 月28日、国官

総第344 号、国官技第319 号）、「「公共工事等における新技術活用システム」実施要領につ

いて」（平成26 年3 月28 日、国官総第３４５号、国官技第３２０号、国営施第１７号、国

総施第１４１号）による必要な措置をとるものとする。

１．受注者は、発注者指定型によりNETIS 登録技術の活用が設計図書で指定されている場合

は、当該業務が完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。ただし、

活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された（NETIS 登録番号の末尾が「-VE」

とされている技術）は活用効果調査表の提出を要しない。

２．受注者は、施工者希望型によりNETIS 登録技術を活用した業務を行う場合、新技術活用

計画書を発注者に提出しなければならない。また、当該業務が完了次第活用効果調査

表を発注者へ提出しなければならない。ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不

要と判断された技術（NETIS 登録番号の末尾が「-VE」とされている技術）は活用効果

調査表の提出を要しない。

第 32条 落石、落水、毒蛇対策

安全等の確保は、共仕第１３３条に定めるものに加え、落石、落水、毒蛇対策について以

下のとおりとする。
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現地調査を実施する場合にあたっては、落石、落水及び毒蛇等による危険性について調査

員に周知させるとともに万一の場合の対応策も策定しておくこと。

第 33条 電子計算機用プログラムの検定

測量業務の条件は、共通仕様書に定めるものに加え、電子計算機用プログラムの検定につ

いて以下のとおりとする。

本業務に使用する電子計算機用プログラム使用承認を受ける場合は、別に定める電子計算

機用プログラム検定要領（案）に基づき、必要書類を提出するものとする。

第 34条 疑義

設計図書、共仕、特仕に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やか

に監督職員と協議して定めるものとする。

以 上
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<別紙１＞

：航空レーザ測量範囲 13k㎡

：河川縦横断測量箇所

凡 例

鈴鹿川
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＜別紙２＞

：航空レーザ測量範囲 10k㎡

：航空レーザ測量範囲 11k㎡

：河川縦横断測量箇所

凡 例

雲出川
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１．業務概要 

本業務は、中城湾港土砂処分場の現況高さを把握するための地形測量を実施するものである。 

なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等を受け付け、価格以外の要

素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。 

 

２．業務場所 

沖縄市 

 

３．履行期間 

契約締結の翌日から平成２９年１１月１７日までとする。 

なお、履行期間中における土曜日、日曜日、および祝日は休日として設定している。 

 

４．業務用基準 

４－１．基準面 

中城湾港工事用基準面とし、中城湾港検潮所観測基準面上＋０．６１３ｍを零位とする。 

 ４－２．基準点 

監督職員の指示による。 

（電子基準点を使用する場合は、別途監督職員と協議しなければならない。） 

 

５．業務内容 

業務名称 業務内容 単位 数量 参考数量 摘要 

地形測量      

 計画準備  ㎢ 0.6   

 調整用基準点設置  点 4   

 地形測量  ㎢ 0.6  航空レーザー測量を想定 

 成果物      

  業務完成図書  式 1   

 協議・報告      

  協議・報告  回 3 
事前 1 回、中間 1

回、最終 1 回 

 

 

６．支給材料及び貸与物件（提供資料） 

６－１．支給材料 

なし 

６－２．貸与物件（提供資料） 

 

 

 

 

 

m-takeda
長方形
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７．地形測量 

７－１．総 則 

本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」（国土交

通省港湾局 平成２９年３月）並びに「公共測量作業規定の準則」日本測量協会（一部改正 平成

28 年 3 月）の定めによるものとする。なお、「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」に定める

調査職員は監督職員に管理技術者は主任技術者にそれぞれ読み替えるものとする。    

７－２．計画準備 

測量範囲は添付図に示す範囲とし、測量作業着手前に、測量の方法、使用する主要な機器、要員、 

日程等について適切な作業計画を立案し、これを業務計画書として作業機関に提出し承認を得なけ 

ればならない。作業計画を変更しようとする場合も同様とする。 

７－３．調整用基準点設置 

調整用基準点計測は，取得されたレーザー測量データの標高誤差の確認・調整を行うため，調整

用基準点の観測を行うものとする。なお，調整用基準点は，レーザー測量点の現地における位置が

確認できる地上の平坦な箇所で，計測に支障がない場所を選定すること。 

７－４．地形測量 

 本業務の測量箇所においては一部浅水域が確認されているため、航空レーザー測深機(ALB)を用い

た測量を想定している。また、取得したデータの解析においては、地盤高のみを対象とする。 

  なお、上記以外の方法による場合は、監督職員と協議するものとする。  

  

８．成果物 

８－１．成果物 

（1）業務完成図書のとりまとめ方法及び添付する資料については監督職員と協議しなければならない。 

（2）下記の成果物も合わせて提出するものとし、詳細については監督職員と協議するものとする。 

  1)地形測量 

  ①横断図 

  ②地盤高平面図 

 

８－２．業務完成図書 

本業務における業務完成図書は、電子納品によるものとする。 

（1）電子納品とは、特記仕様書､図面、業務計画書､報告書、納品図面、管理写真、測定データ等全ての

最終成果（以下「業務完成図書」という。）を「土木設計業務等の電子納品要領」（以下「要領」と

いう。)に示されたファイルフォーマットに基づいて電子データで作成し、納品するものである。な

お、電子化の対象書類及び書面における署名又は押印の取り扱いについては、監督職員と協議のう

え、決定する。また、電子納品の運用にあたっては、「地方整備局（港湾空港関係）の事業における

電子納品運用ガイドライン【資料編】」及び「地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品

運用ガイドライン【業務編】」を参考にする。 

 （2）「業務完成図書」は、「要領」に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶ 

    Ｄ－Ｒ）で２部提出しなければならない。なお、「要領」に記載がない項目の電子化及びＢ 

      Ｄ－Ｒの提出については、監督職員と協議のうえ、決定する。 

 （3）「紙」による報告書は、製本１部を提出しなければならない。なお、報告書製本の体裁は、 

      黒表紙金文字製本のＡ４判とし、図面は縮小Ａ３判折込を標準とする。 

m-takeda
長方形
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 （4）管理写真は、「デジタル写真管理情報基準」に基づき提出しなければならない。 

 （5）図面は、「ＣＡＤ製図基準」に基づいて作成しなければならない。 

  また、図面作成の運用にあたっては、「地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納 

  品運用ガイドライン【資料編】」を参考とする。 

 （6）測量成果は、[測量成果電子納品要領」に基づいて作成しなければならない。また、電子納品 

   の運用にあたっては、「電子納品運用ガイドライン【測量編】」を参考にする。 

 （7）特記仕様書及び発注図面の電子データは、発注者が提供する。 

 （8）業務完成図書の提出先は下記のとおりとする。 

  沖縄総合事務局 那覇港湾空港整備事務所 中城湾港出張所 

    〒904-2162 沖縄市海邦町 3-25 

 

９．検 査 

本特記仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。 

 

１０．その他 

 （1）本業務において、ＧＮＳＳを使用する場合は、当該契約業務等の実施区域において行った精度の

確認結果を添えて使用申請を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 

（2）監督職員の指示、現地の状況により測量範囲、間隔等を変更する必要が生じた場合は監督職員 

     と協議し、変更の対象となるものについては、履行期限までに業務料の変更を行うものとする。 

（3）本特記仕様書に記載なき事項及び本業務の遂行上疑義が生じた場合は、監督職員と協議ものと                                           

     する。 

（4）技術提案 

1)技術提案履行計画書 

受注者は、入札時に提出した技術提案書の内容に基づき、適切に業務を遂行するものとする。

なお、反映する技術提案については、技術提案履行計画書を作成するものとする。 

2)技術提案履行計画書の変更 

発注者の事情による条件の変更又は予期することができない特別な状態が生じたことにより、

技術提案が履行できない場合は、発注者と協議するものとする。協議の結果、発注者の承諾を

得た場合は、技術提案履行計画書の変更を行い、監督職員に提出するものとする。 

3)技術提案書不履行の場合の措置 

受注者の責により技術提案書の内容を満足する業務が行われない場合は、業務成績評定を減ず

る等の措置を行う。 

4) その他 

技術提案書に基づく業務料の変更は、行わないものとする。 

 

 

      （5）発注者支援業務を行う管理技術者等の配置等 

    1)本業務は、別件：発注者支援業務において、監督職員の他に監督職員の補助業務を行う管 

       理技術者等を配置する。 

2)本業務を担当する管理技術者等の氏名は、後日通知する。 
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   3)管理技術者等が監督職員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力し 

    なければならない。 

    また、関係書類の提出に関し、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

    ただし、管理技術者等は、業務契約書第９条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、 

    協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。 

      （6）配置技術者の確認について 

      1)受注者は、業務計画書（港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 1-11業務計画書）の業 

        務組織計画等に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。なお、変更業務計 

        画書において、業務組織計画等を変更する際も同様とする。 

      2)業務実績情報システム（テクリス）に登録できる技術者については、以下の確認などによ 

        り、業務に携わっていることを監督職員が確認できるものとし、業務完了までに、受発注 

        者双方で確認の上、確定するものとする。 

     ①業務打合せ（電話等打合せを含む）等において、監督職員と業務に関する報告・連絡・  

       調整等を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者。 

     ②現地作業又は内業が主となる技術者においては、作業を実施していることを写真等で 

       確認できる者。 

       3)完了登録の「登録のための確認のお願い」の提出にあたり、技術者本人の登録に関する 

         認識の確認のため、個々の技術者の署名を付すものとする。なお、「登録のための確認            

         のお願い」の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行った書面を添付する場合も同 

         等とみなす。 

       4)発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していないこ 

        とが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。また、配置技術者以外 

        が業務実績情報システム（テクリス）へ登録された場合についても同様とする。 

       （7）新技術活用について 

      受注者は、新技術情報提供システム（NETIS）等を利用することにより、活用することが有用 

       と思われる NETIS登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。 

       受注者は、「公共工事等における新技術活用システム」に基づき NETISに登録されている技術 

       を活用して業務を実施する場合には、以下の各号に掲げる措置をしなければならない。受注  

    者は、「公共工事等における新技術活用の促進について」（平成 26年 3月 28 日、国官総第 344 

       号、国官技第 319号）、「「公共工事等における新技術活用システム」実施要領について」（平 

       成 26年 3月 28日、国官総第 345 号、国官技第 320号、国営施第 17号、国総施第 141 号）に 

       よる必要な措置をとるものとする。 

         1)受注者は、発注者指定型により NETIS登録技術の活用が設計図書で指定されている場合は、 

      当該業務が完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。 

         ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された技術（NETIS登録番号の末尾 

         が「-VE」とされている技術）は活用効果調査表の提出を要しない。 

         2)受注者は、施工者希望型により NETIS登録技術を活用した業務を行う場合、新技術活用計   

      画書を発注者に提出しなければならない。また、当該業務が完了次第活用効果調査表を発  

      注者へ提出しなければならない。ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断さ 

      れた技術（NETIS 登録番号の末尾が「-VE」とされている技術）は活用効果調査表の提出を 

           要しない。 
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     （8）低入札価格調査制度による調査 

    1）調査基準価格を下回った場合は、入札価格、業務履行体制及び業務履行状況等に関する調査

等に協力しなければならない。 

    2）予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で契約した場合においては、

受注者は、下記の事項に協力しなければならない。 

①受注者は、業務コスト調査に係る調査票等の作成を行い、業務完了日の翌日から起算し

て９０日以内に発注者に提出するものとする。 

なお、調査票等については別途監督職員から指示するものとする。 

②受注者は、提出された調査票等の内容を確認するために監督職員がヒアリング調査を実

施する場合、当該調査に応じるものとする。 

③相当の理由無く提出期限内に、業務コスト調査マニュアルに基づいて作成された調査票

等の提出がないとき又は調査票等に虚偽の記入があることが判明したときは、これらの事

実を業務成績評定に反映させる場合がある。 

    （9）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

    1）受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 

   また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行 

    うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 

    2）1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載し

た書面により発注者に報告しなければならない。 

    3） 1)及び 2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 

    4）暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合

は、発注者と協議しなければならない。 

    （10）一括再委託の禁止 

    1）受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせて

はならない。 

    2）受注者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようと

するとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を

行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し承諾

を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

    3）前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、

模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しよ

うとするときには、適用しない。 

    4）第２項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。 

    5）受注者は第２項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複

数の段階で再委託が行われるときは、第３項の軽微な業務委託を除き、あらかじめ当該複数

段階の再委託の相手方の住所･氏名･再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下｢履行体制

に関する書面｣という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容

を変更しようとするときも同様とする。 

         6）受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求

めた場合には、これに応じなければならない。 
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EFFICIENCY AND SOPHISTICATION OF DESIGN AND CONSTRUCTION OF 
WAVE-DISSIPATING WORKS USING 3D DATA

Satoshi NOBORU, Masaya HASHIDA, Terumichi HAGIWARA,
Yuzuka TOMINAGA, Shinji YAMAZAKI and Hiroyuki MAEKAWA

This paper presents a method of utilizing 3D data for wave-dissipating works aiming for more effi-
cient and advanced design and construction. In the design phase, by calculating the required quantity of 
the wave-dissipating blocks from the volume directly obtained from the 3D data, the time required for 
the work is remarkably shortened. It is also possible to calculate required quantity of the blocks con-
sidering the engagement with the existing blocks by utilizing the 3D printer. In the construction phase, 
by using an installation system which guides the position of the blocks based on the 3D data created 
beforehand, the operation time of the crane is shortened. In addition, a method to optimally arrange the 
block shape 3D data into the point cloud is developed. The method was verified that it can create a 3D 
model including the position information of individual blocks in a short time with high accuracy. By 
utilizing this method, further improvement in efficiency of design and construction of wave-dissipating
works can be expected.




